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ｒ経済改革」と社会主義的所有論

芦　田　文　夫

　杜会主義諸国の「経済改革」は，例えはソ 連のベレストロイカにみられるよ

うに，いま新しい展開の段階をむかえつつある 。本稿は，このようななかで ，

杜会主義的所有論にたいしてどのように新たな課題が提起されてきているかを

整理しようとしたものである。すでにペレストロイカのなかでも ，杜会主義的

所有論の新たな展開の必要性が呼びかけられているが，まだ本格的なものとは
　　　　　　　　　　　　１）
なっ ていないように思われる 。ここでは，これらにとらわれないで，私自身が

これまで追跡してきた杜会主義的所有論のうえにた って，それを新しい次元で

展開させていくべき方途を整理しようとしたものである。主として素材をもと

めるペレストロイカのなかの「経済的 メカニ ズム」論については，別稿で資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
的うらづけもおこな ったものを予定しているので，ここではとくに引用的に参

照するもの以外は詳細を省略し ，もっ ぱら私自身の考え方の整理というかたち

で論をすすめていくことにしたい 。

　はじめに，ソ 連のベレストロイカにいたるまでの杜会主義的所有論の展開に

ついて，私の整理をまとめなおしておきたい 。

　１９３０年代以来の国家による全面的な計画 ・管理，国家による全一的な所有 ・

管理という現実を反映した認識は，例えば「国家的所有」にかんするスターリ
　　３）
ソ命題といわれるものに典型的にみられるようなものであ った。それは，杜会

　　　　　　　　　　　　　　　　（５４４）
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主義から共産主義への生産関係の発展を，もっ ばら未成熟な「協同組合的所

有」が成熟をなしとげていく運動においてだけとらえ，「国家的所有」につい

てはそれがすでに完全に共産主義的なものであるかのようにとらえていく ，と

いうことのうえにその全体がなりた っていたといえる 。そこでは，「国家」と

「杜会的所有」の区別，「杜会的所有」と「生産関係」の区別が十分なされない

ままに，それらすべてが（「国家」＝「杜会的所有」＝「生産関係」）同じ次元で一枚岩

的にとらえられていたのであ った 。

　１９６０年代の半ば頃から ，ソ 連や東欧の一連の諸国で「経済改革」が始められ

るようになり ，従来の国家による極度に中央集権的な計画 ・管理の方式が大き

く変えられ，企業や個人の自主性を拡大していかなげればならなくなる 。これ

とともに，このような「国家的所有」のとらえ方にたいする批判がだされてく

るようになる 。

　そのなかから，１つの方向としては，「杜会的所有」範曉と「生産関係の体

系」全体との相互関係いかんということが問われていく 。「国家的所有」が制

度的に確立されてしまえばそれでこと終われりとするのではなく ，それが杜会

主義的生産関係全体のなかに実際にどのように実現されているかを明らかにし

なければならなくな ったのである 。それは，理論的には，古典における一方で

の所有関係を生産関係や杜会構成体の “基礎”とする規定（例えぱ，ｒ資本論』

第３巻第４７章）と他方での所有関係は生産関係の “すべて”にほかならないと

する規定（例えば，『哲学の貧困』）との相互関係の究明にかかわるものであ った 。

実践的には，「経済改革」におげる企業の自主性の拡大ということと関連して ，

直接的生産過程における生産手段と労働力との結合 ・機能をつうじての実現と

それかおこなわれる場としての企業の位置つけということか，問題の焦点をな
　　　　４）
していた 。

　もう１つの方向としては，そのうえで，「国家」と「杜会的所有」 ・「生産関

係の体系」との相互関係，「国家」と経済的過程との相互関係そのものが問わ

れてくる 。ソ 連では，１９６０年代に，「国家 ：土台」説（杜会主義国家は政治的機

関でありながらその経済的活動はすでに上部構造的なものではなく土台のなかにはいる ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（５４５）
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とする）と従来の「国家＝上部構造」説とのあいだで論争が続けられていく 。

他方，「経済改革」の実際の進展過程のみとおしに悲観的であ った東欧の批判

的経済学者たちは，自由と民主主義の制約の問題と関連して，国家と杜会主義

的所有との相互関係にあらたな関心をむげてい った。杜会的所有は「公的所

有」（「国家的所有」）の確立という一回限りの行為でおわるのではなく ，過程と

しての実際の杜会化のなかでつくりあげられていくこと ，そのなかでは国家や

政治権力の民主主義的性格が決定的意義をもち，それが逆に所有の性格を決め

ていくことを主張する 。

　さて，その後，前者の方向での「生産関係の体系」の具体的展開は，ソ 連で

は， 「経済的 メカニズム」論というかたちをとっ ておこなわれていくようにな

る（同様の展開は，例えぱポーランドでの「経済機能 システム」論やハンガリー での

「経済的 メカニ ズム」論のかたちをとっ たもののなかにも見ることができるであろう）。

「経済的 メカニ ズム」という概念は，ソ 連においても「経済改革」にかかわ っ

て１９７０年代以降ひろく用いられるようにな ってきたもので，まずは生産関係の

体系をその構造の面と機能の面から具体化したものとして，それらが人間の意

識的活動をつうじて実現されていく具体的形態がうみだす諸関係としてとらえ

ておくことができるであろう 。すでに，ソ 連共産党２４回大会（１９７１年）で，次

のような４つの主要な方向　　１）国民経済計画化，２）管理の組織的構造 ，

３）経済的刺激，経営計算制，商品 ・貨幣関係の利用，４）生産管理への勤労者

の参加　　にわけて，「経済的 メカニスム」の改善がはかられようとしていた 。

ペレストロイカとは，この「経済的 メカニスム」の根本的再編のことにほかな

らず，生産関係が生産力の発展にたちおくれているといわれるばあいの生産関

係も主要にはその具体的な相としての「経済的 メカニスム」のことをさしてい

る。 最近の『経済管理の根本的再編の基本命題』（１９８７年６月）においても ，同

様に次のような方向　　１）企業（合同）の活動　完全経営計算制，資金自己

調達制，労働集団の自主管理，２）国民経済の中央集権的指導一計画化，資材

・機械供給，価格形成，財政 ・信用 メカニスム ，３）管理の組織的構造，４）部

門管理と地域管理，５）管理の杜会的方向性　　にわげて，その改善かはから

　　　　　　　　　　　　　　　　（５４６）
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れようとしている 。

　いま ，この「経済的 メカニスム」の根本的再編について ，「国の経済管理の

根本的再編の本質は，あらゆるレヘルにおける指導を行政的方法を主としたも

のから経済的方法に移すこと ，利害の管理と利害をつうじた管理に移すこと
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）管理の広範な民主化と人間的要因の全面的活性化に移すことにある」とされる
。

そして，この経済的主体の利害をつうじての管理ということの核心をなすもの

が， 企業集団や労働者個人の活動の最終的結果におうじて利潤や賃金，所得を

分配していくということにもとめられようとする 。このなかで，利潤や賃金 ，

所得とい った分配の経済的実現彩態，経済的範曉をつうじて ，所有一企業の経

営・ 管理一労働の相互関係，つまりは杜会的所有の構造と機能があらためて具

体的に問われてくるようになるのである 。所有は，生産関係の体系をつうじて
，

最終的には利潤や賃金，所得なとの経済的範曉をとおして実現されていくこと

になるが，いまその経済的実現形態を媒介にしてふたたび杜会主義的所有その

ものか問題とされるようになる 。

　このような経済的実現形態と「利害」範曉，「利害」範晴と「所有」範晴の

相互関係については，私はかつて ，「経済的 メカニ ズム」にとっ て経済的利害

という範曉は出発的な，核心的なものてあり ，経済的利害の具体的な実現のメ

カニズム ，杜会的生産におげるその組織のあり方が「経済的 メカニ ズム」にほ

かならないということから ，「領有」 ・「所有」概念を基礎にした次のような整
　　　　　　　　　　６）
理をこころみておいた 。

　すなわち，経済的利害（班ＨＴｅｐｅｃ，Ｉｎｔ・・・…）という範曉は，経済的欲求
（ｎＯＴｐｅ６ＨＯｃＴｂ，Ｂｅｄｕ・ｆｍ・・ｅ）という範曉を杜会的諸関係のなかで充足し実現し

ていくというい っそう具体的な次元に属するものである 。経済的欲求には，た

んに消費的な欲求（杜会の成員の物質的　文化的欲求を充足するという）だげでな

く生産的な欲求（生産手段と労働力の最大限に効率的な生産的消費によっ て生産条件

を維持 ・改善し ，もっとも効率的に杜会的生産物を生産する ，あるいはそのなかで労働

能力の自由な全面的な発達をはかる）もふくまれ，その区別は欲求と労働 ・生産

との弁証法的な相互関係のなかでこれをほりさげていくことを必要とさせる
。

　　　　　　　　　　　　　　　　（５４７）
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、

そして ，より根底的には，人間が自然にたいして働きかけ，物質的財貨と精神

的財貨をわがものとする＝領有する過程において ，目的意識的に労働し ，欲求

を充足し ，対自然 ・対杜会の制御をおこない自由を実現していく ，そのさいの

モメントとして位置づけられていくのである。したが って ，経済的欲求一経済

的利害の内容は，第１には，欲求そのものの杜会自体から生まれるたえず拡大

し豊かにな っていく欲求への発展において，第２には，労働 ・生産におげる人

間的諸力のより自由な全面的た発達において ，そして ，それらを総括的に第３

には，目的の意識的実現，意識的な制御の実現，自由の実現において，これを

たどっ ていくことができるであろう 。

　このように，経済的欲求一経済的利害の内容は，それをより根底において規

定する領有（Ａｎ・１ｇｍｕｎｇ）あるいは所有（Ｅ・ｇ・ｎｔｕｍ）の概念を基礎におくこと

によっ て， いっ そう具体的に展開していくことができると考えられるのてある 。

　すなわち，うえの物質的代謝過程におげる財貨の領有，なによりも生産手段

と生産の結果 ・労働生産物にたいする領有にかんする人と人との関係として本

質的に規定される所有の概念は，次のような２つの方向で展開されていくとい

うことである 。

　ひとつは，生産関係の体系をつうじてのその実現形態である 。まず直接的生

産過程においては，生産手段にたいする領有がおこなわれ，ここで生産手段と

労働力との結合をつうじての実現，労働様式をつうじての実現が展開される 。

この直接的生産過程における生産手段の実際の領有，実際の利用とかかわって

占有という概念がうまれてくる 。また，この直接的生産過程における生産と労

働の杜会化，集団的結合的労働の発展のなかで管理という概念がうまれてくる 。

つぎに分配と交換の過程においては，生産の結果 ・労働生産物にたいする領有

がおこなわれるが，ここで重要なのは，剰余生産物が領有される経済的形態

（Ｍ）の分析であり ，また，労働者が彼の生活手段，彼の生産物のうち彼がそ

れによっ て生活する部分＝労働元本を領有する経済的形態（Ｖ）の分析であ っ

て， それらは基本的には生産手段の所有のありかたによっ て規定されてくる 。

いま ，ペレストロイカのなかで問いなおされてきているのは，このような経済

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４８）
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的実現形態をつうじての所有の問題なのであり ，これが本稿でとりあつかおう

とする中心的な問題である 。さいごに消費の過程においては，労働生産物のう

ちの消費資料にたいする個人的領有がおこなわれる 。

　もうひとつは，以上を基礎においた，それと重なりあ った杜会全体あるいは

国家一企業（集団）一個人という経済的主体の相互関係をつうじての展開てあ

る。 まず，杜会全体あるいは国家の次元における杜会的所有ということであり ，

それは杜会主義における所有の本質的な規定と重なりあう 。つぎに，企業の次

元における占有ということであり ，一方での杜会的所有ということと他方での

資本主義からうけついだ母斑をのこした集団的結合的労働様式ということによ

って規定され，杜会主義段階における企業の相対的た分立性にもとづく部分的

な領有をあらわす。それは杜会的所有の直接的生産過程をつうじての実現の形

態と重なりあう 。さいごに，個人の次元における個人的所有ということであり ，

これは個人の労働能力の発展と欲求充足の発展にそくしてたどられるであろう 。

　このような領有あるいは所有の概念の展開を基礎にして，経済的利害の内容

も具体化されていくのである 。

　生産手段にたいする杜会的所有は，すべての集団（企業など）と個人を生産

手段の所有にかんしては平等の関係におくか，このことは，杜会とみずからも

その構成員である企業あるいは個人との間に，生産手段の所有にかんする共通

の経済的利害をうみだす。杜会全体あるいは国家一企業（集団）一個人のそれ

ぞれをつうじて ，そのより深い本質として全人民的利害＝普遍的利害か存在す

るのである 。生産と消費をふくむ杜会的再生産過程や杜会的　般生産手段 ・杜

会的共同消費手段の維持と発展，そこでの人間の意識的な制御の実現，自由の

実現ということか，普遍的利害の内容をなすであろう 。企業の占有は，それぞ

れの企業を生産手段の管理運用にかんしては不平等の関係におくが，このこと

は， 経済的利害が企業などの集団的利害：特殊的利害としてもあらわれざるを

えない客観的根拠をうみだす。企業や地域という水準ての再生産の立場から ，

その技術の進歩と生産の発展，あるいは集団的 ・個人的な消費的欲求の充足を

追求し，その集団的な単位における人間の意識的な制御の実現，自由の実現を

　　　　　　　　　　　　　　　　（５４９）
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はかるということが，特殊的利害の内容をなすであろう 。杜会主義段階の個人

的所有における本質的差異，すなわち一方での労働の不平等と他方での欲求充

足の不平等は，個人的利害＝個別的利害の客観的根拠をあたえる 。個人の労働

能力と労働の発展，個人の欲求と欲求充足の発展，そこでの人間の意識的な制

御の実現，自由の実現，つまり国民経済や企業 ・地域での生産や消費（生活）

の諸条件の形成や利用への主体的参加，自主的参加をともな った，労働契約や

職業選択の自由，労働能力の自由な全面的な発展，および，消費者選択の自由 ，

杜会的な欲求の発展ということが，個別的利害の内容をなすであろう 。

　全人民的利害一普遍的利害と集団的利害＝特殊的利害と個人的利害＝個別的

利害は，それぞれの内容において相違する面，対立しあう面と共通する面，統

一される面をもつヒエラルヒー 的な構造をなしており ，その基礎には生産手段

に対する杜会的所有，その企業による占有，そして個人的所有というヒエラル

ヒー 的な構造がよこたわ っているのである 。「経済的 メカニ ズム」論において

は， なによりもまずこのような所有一経済的利害の実体的内容からするおさえ

が重要であ って ，そのうえにた ってその実現の形式が問われていかなければな

らないのである 。

　もうひとつの後者の方向での「国家」と「所有」 ・「生産関係の体系」 ，「国

家」と経済的過程との相互関係の具体的展開については，その後の「政治改

革」論のなかで政治学のほうからも新しい動きがみられるようになる 。「経済

的メカニ ズム」論が，経済についてその全体としてのシステムの構造と機能を

具体的に展開していこうとしたものであ ったとすれは，これと同じようなここ

ろみが政治についても１９６０年代後半いらい「政治 システム」論というかたちを
　　　　　　　　　　　　　７）
とっ ておこなわれつつあ った。経済や杜会の環境（土台）における構造変化が

，

政治 ：■ステム（上部構造の一部）に新たな課題の解決を不可避にさせ，ここから

政治改革の必要性が提起されてくるようになる 。１９６０年代の政治 システムの制

度の面（選挙制度，代議員とその任務，地方 ソビエト改革）を主としたものから ，

７０年代へかけての政治 システムの機能の面（利害 ・情報 ・世論，党の役割と党内民

主主義）を主としたものへと ，検討がすすんでいく 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０）
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　１９８０年代に入 ってからも ，杜会主義国家論をめぐる論議はい っそうのふかま

りをみせる 。そこでは，なによりも ，さまざまな利害，労働者と農民だけでな

く杜会的諸階層および杜会的諸集団の利害，管理する者の利害と管理される老

の利害，管理部と労働集団と個 々の労働者の利害の違いの容認とそれらを表出

するメカニ ズムの必要性が強調される 。そのうえにた って ，国家と杜会との相

互関係の発展の道筋にかんして ，杜会の自然成長的な発展から制御された発展

への移行にともな って ，一方では，国家の新しい機能（たとえば物質的福祉を向

上させ杜会的サ ーヒスを提供するという機能の補充なと）か増大し ，国家的管理の

領域が拡大し役割が高くなる ，とともに他方では，自動制御 メカニ ズム（なか

んずく ，物質的利害関心，経営計算制，企業問の直接的な契約的連関，需要 ・供給 メカ

ニズム 等の経済的方法による）との正しい結合がますます重要となる ，とされる 。

また，経済にたいする国家の働きかげの方法の発展にかんする諸問題について

も， あらためてとりくむことの必要が述べられていた。たしかに，１９３０年代の

ような，上部構造としての国家が経済や杜会の外から ，個 々の企業や個人の個

々の側面に直接的に上からのりだして強力に媒介していく ，という方法は変革

を余儀なくされていた。企業や地域の下のところで杜会的連関が広範につくり

だされていくと ，一方では，生産や消費や杜会的諸問題に対する国家の経済的

・杜会的機能がますます全面的なかかわりあいをもっ てきながら ，しかし他方

では，経済や杜会の内からの論理にしたが った間接的た方法でそれがおこなわ

れるようになるからである 。そこには，「国家諸機関の体系」から「市民の組

織」への国家観の転換という ，国家の杜会への再吸収という課題からみて興味

深い提起がなされていたのである 。

　「経済改革」論と「政治改革」論の動きのなかで，杜会主義的所有論が，一

方では「杜会的所有」と「生産関係の体系」との相互関係いかんという方向で
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５１）
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他方では「国家」と「杜会的所有」，「国家」と経済的過程との相互関係いかん

という方向で ，具体的に展開されてい ったあとを略述してきたのであるが ，

１９８４年４月以来のゴルバチ ョフによるベレストロイカのなかでこれにどのよう

な新しい課題がなげかけられてくるようにな ったのであろうか 。

　直接的には，例えば１９８７年１月の党中央委員会のなかで，「杜会主義的所有

について特別に述べなげればならない。誰が，どのようにして，それを管理す

るか，ということにたいするコントロー ルがきわめて弱か った。それは，しば

しば官庁縄張り主義と地方セクノヨ ナリスムによっ てぽろぽろにされ，真の主

人公がいない『誰のものでもない』かのような，無償のものとたり ，多くのば

あい不労所得を得るために利用されるようにな った。協同組合的所有にたいし

ても ，正しくないとりあつかいが存在し，それがなにか『副次的なもの』 ，展

望のないものとして描きだされた。すべてこれらのことが，農業政策と杜会政

策にたいして深刻な結果をもたらし，コルホーズとの関係におげる官僚的とり

あつかいをうみだし，手工業協同組合の絶滅にみちびいた。個人副業経営と個

人営業活動にかんする考え方の重大な誤りについてもすますわけにはいかない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
か， それは同様にすくなからぬ経済的 ・杜会的損失をもたらした」，というよ

うな指摘がおこなわれてくる 。

　しかし，いま ，これを「経済的 メカニ ズム」全体のペレストロイカとしてそ

のなかでよりふかく位置づけていこうとするとき ，さきにも引用しておいた玩

代の経済的管理の根本的再編の本質とされる「利害をつうじての管理」という

ことと「人間的要因の活性化」ということにかかわって ，次のような二つの鍵

とな っていくようなてがかりをとりだすことができるであろう 。ひとつは，こ

の「人間的要因」の新しい課題提起が，すでに検討をくわえておいた人間の欲

求一利害の発展過程のなかで位置づけるとすれぱ，それはどのような内容をも

つものであるかということである 。もうひとつは，その経済的利害が，なによ

りも労働の結果におうじた分配，企業集団や労働者個人の活動の最終的結果に

おうじて利潤や賃金，所得を分配していくところにもとめられようとするが ，

それらの分配の経済的実現形態，経済的範鳴の吟味をつうじてである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５２）
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　まず，ペレストロイカのなかでの「人間的要因」論からみてみよう 。

　２７回党大会（１９８６年）以来，人間的要因がすべてを決定する ，ということが

強調されてくるようになる 。「党は，与えられた課題の首尾よい解決を，人間

的要因の役割の向上と結ひつげている」（『ソ 連共産党新綱領』１９８６年）。 「人間的

要因の活性化という課題がかくも鋭く提起されてきたペレストロイカのもとで ，

われわれは再び，人間が自らを主人公であり創造老であると感ずる杜会主義制

度の最大限の民主主義についてのレーニノ的問題提起にたちかえ ってみなげれ

はならない。　　民主主義をつうじてのみ，民主主義によってのみ，ペレスト

　　　　　　　　　　　　９）
ロイカそのものも可能となる」。 このようななかで，科学アカデミー幹部会は ，

人問の問題の総合的研究，新しいタイプの科学にたずさわる学術会議を創設す

る決定を採択する 。

　まだ端緒期にあるとはいえ，すでに『コムニスト』誌上等ではじめられてい

る「人間的要因」をめくる今日の論議のもつ特徴を，最初の問題提起者てあり ，

もっとも尖鋭な主導老の一人であるザスラフスカヤの所説にそくして整理して

　　　　　　　１０）
おくことにしたい 。

　それは，なによりも経済発展におげる人間の役割についてのこれまでの考え

方の変革ということから始められる 。これまでの考え方のステレオタイプの特

徴は，人間を何よりも生産の機能と発展の条件とみなすところにあり ，それは

「労働資源」という概念にもっとも適合的に表現されていた。人間は，技術 ，

原料，エネルギ ーなどの物質的 ・素材的な生産諸要因と同一視され，管理の客

体としてしかとらえられない。このような杜会的意識の発展段階は，杜会その

ものの一定の発展段階に照応している 。杜会の基本的な目的が経済と生産力の

増大におかれ，人間の生活　労働条件の保障はこの目的を達成するための手段

である ，とされるような段階てある 。しかし ，いまや，考え方を変革し，杜会

主義的生産における人間の地位についてのより広範で現代的なみかたが必要と

されてきている 。人間は，杜会的活動の積極的な主体であり ，自己の生活の物

質的 ・素材的活動の創造者であり ，生産関係の発展の原動力である 。人間は ，

意識的にその価値志向に対応した目的を提起し，意識的にその達成手段を選択

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５３）
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する 。つまり ，杜会の発展は，生産や管理の主体としての人間の “獲得 ”，

人

間の固有の目的設定や動機づけや利害の認識をつうじてのみ達成しうる ，とす

る考え方へのペレストロイカである 。その基礎には，科学技術進歩による労働

の杜会的資質の変化，職業選択の自由度の増大，所得水準の高度化，「労働一

所得一生活一自由時間」のあいだでの選択の多様性，などをもたらした現代的

な発展段階への変化がよこわた っている 。

　この生産や管理の主体としての人間の位置づけは，発展における経済的目的

と杜会的目的との相互関係にかんする伝統的な考え方の変革とつながるもので

あっ た。 以前には，生活必需品にたいする人ぴとの欲求が第一位であり ，杜会

的課題は経済的課題を達成するための手段とみなされていた。杜会的課題の内

容も ，なによりもまず労働資源の再生産の正常な条件を保障し，労働支払いの

改善，消費物資の供給改善，住宅や保育 ・教育施設の建設，杜会 ・生活イ：／フ

ラストラクチ ュアの発展によっ て住民の消費需要を充足することである ，とす

る相対的に狭い理解がうまれていた。新しいより広範なアプ ローチでは，発展

的な創造的活動，確実な杜会的 ・政治的情報，政治的および経済的民主主義
，

杜会的尊敬，興味深い交際，緊張した精神生活への欲求が全面にでてくる 。杜

会生活の主体としての人間の能力の完全な発揮や創造的活性化のための杜会的

条件をつくりあげていく課題である
。

　このように，「人間的要因」という新しい概念は，経済における人間の積極

的な動因的な役割に注目したものであり ，「労働資源」という概念にくらへれ

ば大きな前進であるが，しかしながら，他方では，そこでは，まだ人間そのも

のの完成が杜会の基本的な課題とはな っておらず，人間は資源ではないにして

もやはりなんらかの外的過程の要因とみなされている ，という杜会の発展段階

の制限性が反映されている ，とされるのである 。人間の杜会的活性化の課題は
，

杜会主義の全ての段階で重要であるが，いまやとくにそれが生産の集約化への

鍵となるがゆえに緊要なものとなる 。経済の集約的な発展とは，同じかあるい

はより少ない資源の支出でより多くのよりよい生産物を得る以外のなにもので

もなく ，自然も技術もそれ自体では発展のこのようなタイプの源泉とはなりえ

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５４）



　　　　　　　　　　「経済改革」と杜会主義的所有論（芦田）　　　　　　　　　１７１

ず， 人間的要因一自己の創造的工不ルキー やイニノアティウや意志や組織性を

完全に動員した人問だけがそのようなものとなりうるからである 。

　そして ，この「人間的要因」の重視，その利害をつうじての管理ということ

の具体的な内容か，杜会的公正原則のより完全な実現＝「各人からは能加こお

うじて ，各人には労働におうじて」という原則の一貫した実施ということにも

とめられていくのである 。杜会的公正という概念は，歴史的に具体的な性梧を

もつものであるが，杜会主義の条件のもとでは，それはなによりも「各人から

は能力におうじて ，各人には労働におうじて」という公式に表現されていく 。

ところが，この公式の杜会的内容が，これまで，主な力点がその後半部分にお

かれて前半部分があいまいにされているため貧弱なものとなり ，また，後半部

分についても所得の分配方法だけのものとして単純化して理解されていたとし

て， 次のような今日的な内容のほりさげがおこなわれていく 。まず，杜会の各

成員か能力におうじて働くためには，最低つぎの３つの条件か必要てあろう 。

第１は，居住場所，教育を受ける条件，親の杜会経済的状態など，労働能力を

形成する可能性か平等的てなげれはならないことである 。しかし ，このために

は杜会の達成された発展水準はまだ十分なものではない。第２は，労働場所や

役職を得る機会か平等的であ って ，各人の労働能力だけに依存するということ

でなければならない。しかし，そのためにはまだ時期尚早であ って ，労働場所

の質的構造は本質的に異な っている 。第３は，全ての労働者に自分の能力の最

大限を発揮して働く実際の可能性を保証することである 。しかし ，労働活動の

このような平等的な物質的 ・経済的　杜会的条件をつくりだすことは，重要て

あるか並 々ならぬ複雑な課題であり ，杜会主義の完成の　般的な過程において

徐々にのみ解決しうるものである 。つぎに，杜会の各成員が労働におうじて受

け取るためにも ，つぎのような諸条件が必要であろう 。第１のもっとも明瞭な

条件は，所得（まずなによりも賃金）の分配が，労働者によっ て支出された労働

の量と質にできる仁け正確に照応していることである 。第２は，労働能力のな

い住民にたいする杜会的消費 フォソドからの十分な杜会的保障である 。第３は ，

商品やサ ービスの供給の可能性が，原則的に全ての人に均等でなければならな

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５５）
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いことである 。

　つまり ，杜会主義の段階での「労働におうじた分配」の原則は，一方で，労

働能力の形成の諸条件，労働の場所や機会を得る諸条件，労働活動の諸条件に

おける実質的な不平等の存在ということを暗黙の前提としておいており ，他方

で， 欲求の杜会的発展や欲求の充足における実質的な不平等を結果するという

ことを暗黙のうちに容認するものであ ったのである 。それだけでなく ，「労働

におうじた分配」の原則の徹底した実施は，そのもの自体としてはこれらの労

働・ 生産諸条件や消費 ・生活諸条件の格差のあらたな拡大をすらまねくもので

あろう 。したがって ，このような杜会的公正原則＝「各人からは能力におうじ

て， 各人には労働におうじて」のより完全な実現ということが，労働と労働能

力における発展，欲求充足と欲求におげる発展，共産主義の段階へむげてのそ

れらの実質的な平等化のメカニスムとどのような相互関係にたつのか，杜会主

義・ 共産主義の経済 ・杜会関係の全体的構造のなかての両者の位置つけがあら

ためて問われていかなければならないことを，ザスラフスカヤの整理は教えて

いたのである 。

　では，「経済改革」へのとりくみ以降，これらがどのように位置づげられて

きたかというつながりのなかでみておくことにしよう 。

　杜会主義経済の現在の発展段階の基本的特徴は，生産の質的 ・内包的な発展 ，

集約的な発展ということにもとめられるか，それは，一方での，杜会的欲求を

最大限に充足する最終的国民経済的成果ということと ，他方での，それを生産

する諸資源の最小限の支出＿最大限の効率ということによっ てあらわされてい

く。 そのさい，その基礎には，生産過程の杜会化の質的に新しい発展段階とい

うことがおかれる 。すなわち，現代の科学技術革命にもとつく単一の国民経済

コンプレックスが形成されるようにな った。企業や部門の分業化と専門化が発

展し ，他方でそれらのあいだの統合化か増大し ，集約性か強まらざるをえなく

なる 。新しい部門の増大，深刻な産業構造の変化，生産単位の巨大な集積，コ

ンビナート化，生産合同体と地域＝生産 コソプレックスの形成。それらは，自

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５６）
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然資源の総合的な利用をもたらし，科学と生産を融合させ，運輸，通信，資材

技術供給，科学技術情報なとのいわゆるイノフラストラクチ ュアを国民経済有

機体の統合の重要な要因とさせる 。このような生産の杜会化の発展は，生産関

係の成熟度を高め，より本来的な杜会主義の基本的経済法則の実現，すなわち

欲求のより完全な充足，福祉の向上と人間の全面的発達という課題を前面にう

かびあがらせることを可能にする 。これまでの工業化 ・集団化の杜会主義建設

期では，個 々の戦略的課題にそ ってまず生産を発展させることが重要で，その

ため一連の欲求や消費に大きな制約がかされていたが，いまでは全面的な欲求

の充足そのものが中心にすわるようになる 。

　このような欲求の充足の課題が，ソ 連共産党第２７回党大会（１９７６年）によっ

て， 「最終的国民経済的成果」の概念とむすびつけて定式化されていくように

なる 。このさい，欲求や消費の充足そのものは自己目的ではなく ，人間の全面

的な発達を達成するための手段にしかすぎない，とされる 。また，つづいてみ

るような欲求の内容そのものの新たな展開ももたらされていくことになる 。し

かしながら ，物質的生産とかかわって最終的国民経済的成果の概念と指標が展

開されていくときには，結局はそれが杜会的生産物，杜会的価値，とりわけ欲

求や消費の充足に直接つながる最終生産物（中間生産物を除いた）ということに

具体化されていく 。そして ，それがそれを生産する諸資源（労働的，物的，財務

的諸資源）の支出と対比され，その生きた労働と対象化された労働の合計の最

小化あるいは資源あたりの最終生産物の最大化が効率として追求されていくこ

とになる 。そのさい，効率の　般的指標を得るためには生きた労働と対象化さ

れた労働を通計して杜会的労働支出をもとめなけれぼならないが，その抽象的

な量化のさいにはみだしてくるものについて ，しばしばそれが効率の質的杜会

的アスベクトと名づけられ，経済的活動の杜会的結果と結びつくような労働条

件の改善，個人の全面的発達と自由時間の合理的利用，集団におげる創造的実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
務的雰囲気の創設，生産管理への勤労者の引き入れ，などがあげられる 。し

かし ，物質的生産の領域とかかわった経済の論理としては，最終生産物一労働

支出の効率という課題が基軸とな って全体の展開がはかられていくところに当

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５７）
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面の段階のなによりの特徴がある ，といえるであろう 。そして，欲求の充足に

ついても ，その解決がつぎには労働と人間の全面的発展のための条件や可能性

をつくりだしていく ，というように段階論的に位置づけられていたのである
。

生産か第一義的な戦略課題としておかれていたようなところから全面的な欲求

充足の課題へと転換したことの思義は正しく評価しながら，同時に，労働や人

間の内容や質の課題そのものが経済の論理の基軸にすえられ効率との関係もま

た展開されていくようなところにまではまだいた っていない，ということをも

見ておかなければならないと考えるのである
。

　そのような位置づけのもとにおいてであれ，「杜会的欲求の最大限の充足」

の課題は，そのもの自体として独自の展開をもたらしていくことになる 。生産

の第一義的課題ということにかわって「国民の物質的福祉の高揚」ということ

が主要なものとしておしだされてくるようになるのは，戦後なかんずく第２０回

党大会（１９５６年）以降の新しい路線のなかにおいてであるが，はじめはそれが

主に「生活水準」という概念と結びつけてとりあげられることが多かった。そ

のさい，生活水準という内容のなかには，たんに物質的な欲求の充足度だげで

なく ，文化的な欲求の充足度および杜会的な欲求（医療，子供の保育，杜会保障 ，

など）の充足度もふくまれることがあきらかにされてい った。これが，１９７０年

代の後半以降，「生活様式」というより複雑な概念とかかわらせてとりあげら

れていくようになる。具体的には，杜会における人 々（杜会，階級，階層，個

人）の生活活動の様式であり ，そのいろいろ異な った諸側面，すなわち，労働 ，

その杜会的組織の形態，日常生活，自由時間の利用形態，物質的 ・精神的欲求

の充足形態，日常的実践のなかの行動の規範や則制をふくむ 。

　さらに，このような生活水準一生活様式の展開と重なりあいながら，他方で ，

いわゆる「杜会的」過程をめぐる新しい概念がクローズアッ ブされてくるよう

になる 。杜会的過程とは，経済的過程や政治的過程とともに杜会的諸過程のひ

とつの コラロリーをなすものであ って ，経済的欲求だげでなく広い意味での文

化全般にむすびついた多様な諸欲求の複合をになう人格としての人間がそれ自

体として問題とされるような生活過程をさしている。また，経済の計画化にお

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５８）
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いてこれまで客体としておかれていた労働力（労働資源）が，ここではあらた

めて主体として ，人間および集団そのものとしてうかびあが ってくる ，とされ

る。 ソ連において ，杜会的計画化は１９６０年代の半ぼに，まず先進的な企業や生

産合同体で始まり ，やがて地区 ・都市 ・地方 ・共和国の計画化のなかにもとり

いれられていくようになり ，１９７７年憲法で法的な認証をうけとっ て以降国民経

済計画は経済的：杜会的発展計画という名称をもつようになる 。具体的には ，

人問の個人としての発達，労働集団や杜会的 ・人口 学的クループや杜会全体の

諸関係のシステムにおげる人間の活動の条件と刺激である ，として ，０集団の

教育水準，資格的編成，杜会的 ・人口学的構造，生産過程の客観的必要への彼

らの適応，　労働の性格と条件への勤労者の満足度，　集団における人 々の間

の相互関係，なかんずく指導者と部下の間の相互関係の性格，人 々に対する配

慮， 生産的 ・資格的発達の可能性，＠集団の杜会的 ・生活的欲求と文化的欲求

の充足度，　勤労者の意見の考慮，生産的 ・杜会的問題の解決へ実際に参加さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ２）
せるようにひきいれること ，労働的 ・杜会的創意の発達，なとかあげられる 。

　大江泰一郎氏は，「杜会的なもの」の概念が杜会の認識においてもつ独自の

方法論的意義を強調し，このカテ コリー を媒介にした経済と国家 ・政治とのあ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
いだの相互関係の認識の新しい枠組みの展開をたどろうとされている。すなわ

ち，マルクスにおいても ，「市民杜会」概念（分業一階級一利害）か，経済的構

造＝ 土台一政治的国家：上部構造というシ ェーマだけに解消しきれない，杜会

認識におげる経済一市民杜会一政治的国家というつながりのなかでの独自の意

義を思想史的にも方法論的にももっ ていた。いま ，現存の杜会主義において ，

「杜会的なもの」という概念が問題とされざるをえなくな ったことは，ここで

の「市民杜会」的関係のある意味での成熟をあらわし ，かつてのような経済と

国家 ・政治との間のストレートな外的結びつけとは異な った経済一杜会的なも

の一政治というシ ェーマ での新しい杜会認識の枠組みへの転換である ，とされ

る。「市民杜会」概念をめく“る理論的ほりさげはいま問わないとしても ，これ

までと違 った経済と政治，杜会と国家の相互関係が新たに展開されていかなげ

ればならない段階にきていることは確かであろう 。このことは，さきにみてお

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５９）
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いたように国家論や「政治的システム」論のほうからも提起されてきているも

のであ ったのである 。

　しかしながら，当面の段階の特徴は，このような「杜会的なもの」にかんす

る課題提起がなされつつも ，それがまだ「経済的なもの」と十分有機的に結合

されるところにまではいた っていないことであろう 。長期の経済＝杜会発展計

画におげる杜会的課題を五カ年計画 ・年度計画における経済的課題と結びつけ

るためには，全一連の新しい理論的 ・方法論的 ・組織的性格の諸問題の解決か

必要であるが，それはまだ残されたままで，１９６０年代末までの実行計画として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
の年度計画が基本的形態となるという性格を抜けきっていないといわれる。杜

会的課題が経済的課題とはまだ十分にむすぴつかず，物質的生産の領域では生

産の集約化と効率がもっ はらの基軸とな って展開がおこなわれていくという特

徴が，計画化方式のなかにもよくあらわれているといえよう 。また，この杜会

的課題は，なかんずく１９７０年代にな って ，生産部面に対する非生産部面のたち

おくれや非生産部面内部のアソバランス ，杜会的インフラストラクチ ュア（住

宅生活サ ービス ，保育や教育，上下水道，交通など）のたちおくれが，労働力の流

動を深刻化させ杜会的生産の効率向上をいちじるしく妨げるということから ，

さしせまっ た解決を要するとされてきたものであり ，企業や地域とい った生産

や生活の第一次的環に密着した下位 レベルでの計画化として始まっ てい った ，

という特徴をもっ ていた。企業の場での生産と労働の杜会化，その分業と協業 ，

専門化と筋業化の発展，ならびに，地域の場での生活と文化の杜会化，その分

化と連帯の発展のなかに有機的にかみあ った，個人や集団の具体的な労働と生

活の諸条件がつくりだされていかなければならなくな ったのである 。かつての

ようなマクロのレベルからの結果としての計画化ではなく ，ミクロ のレベルに

密着した計画化が基礎にな っていかなげれはならなくな ったことは，企業の勤

労者や地域の住民の計画と管理への実質的な参加を促すものともなるであろう 。

しかし，当面の段階の特徴は，ここでもまた，企業の労働集団の杜会的計画化

や地域の杜会的計画化が，現存の杜会主義計画化のシステムのなかで有機的に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
位置づげされるまでにはいた っていないところにある ，といわれる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６０）
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　以上のように，「経済改革」以降，欲求充足の課題がそのものとして独自に

展開されてくるようになるが，経済の領域においてはもっ ばら生産の集約化と

効率ということが基軸とされていく ，また欲求充足についてもそれが次には労

働と人間の全面的発達のための条件をつくりだしていくものとして段階論的に

とらえられていく ，という基本的な枠組みをたどっ てきたのである 。これが ，

さきにザスラフスカヤにそくしてみたように，ベレストロイカのなかで，一方

ては，管理の主体としての人間の要因の強調（まだ，人間の全面的発達そのもの

が自己目的とはならず，生産の集約的発展のための要因であるとはいえ），欲求の杜会

的課題の重視，経済的 ・杜会的 ・政治的な自由と民主主義の開花として ，あき

らかに以前とは　段階異なる進展をみせるようになるのである 。とともに，他

方では，利害をつうじての管理ということが，個人や集団の労働の結果におう

じた分配，物質的刺激，ｒ価値法則」の利用というかたちでよりい っそう徹底

させられていく 。これまでみてきた「労働におうじた分配」と人間の全面的発

展（労働と労働能力，欲求充足と欲求の杜会的な発展，それらの実質的な平等化，主体

的な制御と真の自由）とのあいだの相互関係の不分明さ ，生産の集約化と効率 ＝

経済的課題と杜会的課題とのあいだの相互連関の不十分さという二極的な構造

は， そのそれぞれがい っそう徹底して追求されようとするだけに，むしろます

ます鋭いかたちで残らざるをえなくな っているといえよう 。今後の推移を見守

らなけれぼならないが，いままでのところこのそれぞれの軸をそれはそれで徹

底して展開していこうという両者の矛盾をはらんだ様相のなかに，むしろ現在

のペレストロイカなるものの特徴があるようにさえ思える 。この問題は，これ

まで，「効率化」と「民主化」 ，あるいは「効率化」と「杜会主義的倫理」のあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
いだの矛盾という表現でしばしば口乎ばれてきたものでもあ った。われわれは ，

一方では，それぞれの軸が全面的に展開されようとすることがもつ現在の段階

での積極的な意義　　集団の経営と個人の労働における責任ある効率性意識の

創造，経済と杜会の管理の主体の民主主義と自由の開花，なと　　を正しくお

さえながら ，他方では，ベレストロイカの動向をより大きく深く全面的に評価

していくためには，このような二極的展開を統一して位置づけうるような杜会

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６１）
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主義 ・共産主義としての経済的 ・杜会的構造全体を積極的にたずねていかなげ

れぱならない，と考えるのである 。

　では，つぎに，ペレストロイカにおげる「経済的 メカニスム」の根本的再編

のもうひとつの特徴をなす分配の経済的形態，経済的範曉の問題をめくる状況

をみておくことにしたい。それは，経済的利害をつうじての計画や管理という

ことが，なによりも労働の結果におうじた分配，企業集団や労働者個人の活動

の最終的結果におうじて利潤や賃金，所得を分配していくところにもとめられ

ようとすることである 。現在のベレストロイカのなかでのその特徴は，この利

潤や賃金，所得の形成が，経済的 ノルマチフによっ て， しかも一律的かつ長期

安定的 ノルマチフによっ ておこなわれようとするところにある ，とされる 。

　いまその厳密な概念規定の問題はさげるよりほかないが，ノルマチフとは ，

ふつう基準率などと訳され，一定の比率の遵守を規制するものである 。それは ，

個々の課題の大きさを直接に規定する具体的＝指名的な性格をもつ計画指標と

は異な って ，企業集団の活動の範囲を　般的に規制するものであり ，その集団

の決定と執行におけるイニシアチヴの発揮の可能性をよりあたえ，その権限を

本質的に拡大することとむすびつく 。ノルマチフにも ，一律的性格のものと具

体的＝指名的性格のものとがあり ，後者はうえの計画指標に近い。一律的 ノル

マチフ ，個別的 ノルマチフ ，その中間のグループ的 ノルマチフ（あらゆる部門

と企業にとっ て一律ではないが，近似的な技術的経済的条件をもつそれぞれのあるグル

ープにとっ ては一律の）にわげられるばあいもある 。一律的 ノルマチフの例とし

ては，同一生産物にたいする一律価格，同一種の貸付に対する等しい利子率 ，

　般的減価償却率，純生産高一単位当り賃金支払いのノルマチフ ，経済的刺激

フォ：／ト形成のノルマチフ ，なとかあげられる 。経済的 ノルマチフの　般的機

能は経済的効率の引き上げにあり ，その特徴は計画化のシステムと経済的刺激

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６２）
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のシステムとの結合にあるとされ，個 々の計画の指令的指標の作用にとっ てか

わるより成熟した形態として位置づけられるのである 。したが って ，経済的 ノ

ルマチフは，個別的具体的で多数の複雑な性格をもつものよりは，てきるだけ

　般的総括的て少数の単純な性格をもつもののほうがより適合的てあろうし
，

また，年度年度国家計画によっ て変更 ・修正がくわえられるものよりも ，たと

えは五年間は一定てあるという長期安定的 ノルマチフのほうか，集団の自主性

をいっ そう広い時間的ホリノ■トのもとで安定して発揮させることにな ってい

くであろう 。ペレストロイカのなかで，このような一律的で長期安定的な経済

的ノルマチフの機能の徹底が原則的にめざされるのである
。

　さて，ノルマチフの分類について ，ソ 連・ 東欧諸国の経験をひろく集約し ，

おそらくはもっとも深い理論的考察をこころみていると思われるフヱドレ１／コ
　　　　　　　　　　　１７）
・ベトラコフの編著では，それが杜会的（目漂的）ノルマチフと生産 ・技術的

ノルマチフと経済的 ノルマチフに整理され，その経済的 ノルマチフのなかには ，

諸種の生産的資源利用の経済効率にかんする許容最低限度をあらわす資源利用

のノルマチフと得られた成果（径済効果または所得）の分配をめぐっ て国家と企

業の問，さらには生産過程のさまざまな担い手（供給者と消費者など）の間での

相互関係を規制するところの分配のノルマチフ があり ，その後者の主要なもの

として労働者の賃金 フォ１／ド形成 ノルマチフと企業の利潤分配 ノルマチフとが

とりあげられていく 。いま ，分配の経済的実現形態として問題にな ってくるの

はこの最後の二つのノルマチフである 。

　〔Ａ〕賃金フオンド形成ノルマチフにかんして

　企業によっ てあらたに生産された価値Ｖ＋Ｍは必要生産物部分Ｖと剰余生

産物部分Ｍとに配分されなげればならないが，そのために必要な企業の賃金 フ

ォ１／ド形成のメカニズムについて ，うえのフェドレンコ ・ベトラコフは次のよ

うな３つの基本形態を区別している 。０生産量にかんして決定された計画とそ

の計画の遂行度にリノクするかたちでの賃金の計画化（限度額設定方式）。 　賃

金フォノトと生産量との間の固定的な相互連関 ノルマチフにもとつく賃金形成

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６３）
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（ノルマチフ 形成）。 　財務的用具を用いて商品 ・サ ービスの販売収入を分配し ，

純所得をわけることによる賃金 フォンドの形成（財務的方式）。

　限度額設定方式は，杜会主義諸国で長年もちいられてきたもので ，生産物の

量と品目にかんする課題（計画および計画遂行度）に関連づけて企業の賃金 フォ

ンド形成がおこなわれる 。生産計画の達成，超過達成に対する刺激はうみだす

が， 労働力の合理的利用に対する企業の利害関心はひきおこさず，また，その

実効性がひとえに上部機関による限度額の妥当な配分にかかっており ，そのよ

うな指令的性格を強くもっ ている 。個人の賃金にかんしては，全国一律の賃率

制度（労働の質）とノルマ 制度（労働の量）によっ て分配されていく 。もちろん

報償制度（利潤などを源泉とする）とむすびつげて利用されうるが，賃金 フォン

ドの形成としてはこの第一形態は，個人の賃金が企業の経営活動のいかんとは

切り離されて ，個人の労働の量と質におうじて分配されるということか基本と

なっ ているものである 。

　ノルマチフ 方式は，企業の経営活動の成果に依存させて企業の賃金 フォンド

の大きさをきめようとするもので，両者の比率がノルマチフとして設定される 。

経営活動の評価指標としては，生産物の質的 ・量的増大，生産物の物材 ・資本

集約度の低下，労働生産性の増大，原価の引き下げ，などが用いられる 。それ

は， ふつう先行年度のへ 一スとなる賃金 フォソトか評価指標の増大（減少）

１％ごとに何％増大（減少）するか，というかたちで計算される。したが って ，

いわゆる「向上度に対する刺激方式」かもつ問題（先行年度における指標の水準

が低く ，当該蜘こおける改善の余地が多い企業ほど有利になる）は残されており ，ま

た， そのノルマチフはできるだけ一律的で長期安定的であることが要請される 。

個人の賃金にかんしては，さきの全国一律の賃率制度 ・ノルマ制度がその基礎

におかれ，企業の賃金 フォンドの増減によっ てそれに対する一定の修正が加え

られる 。両者の比重はさまざまでありうるし，ここでもまた報償 フォ：／ドの利

用がくみあわされうる 。このノルマチフは上部機関によっ て設定されるが，す

でにふれたように経済的刺激とむすびついて，企業の自主性の拡大をもたらす 。

賃金のノルマチフ 方式を使うことによって ，住民の貨幣所得と市場商品の供給

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５６４）
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量との間の均衡を保障し，労働生産性の上昇に比へて過大な賃金の増大を制約

することができる 。

　財務的方式と呼ばれるものは，第一形態と第二形態が必要生産物部分Ｖを独

自にきめていくのはたいして ，あらたに生産された価値Ｖ＋Ｍを一体化して ，

まず国や他の経営体に税，納付金，控除金たどの第一次的支払いをおこたい ，

その残余の部分を自主的に利用して企業課題の解決に必要なだげの額を賃金に

充てることができる 。この方法は，ブルガリアやハンガリー で採用され，ソ 連

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
においてもポポフ などが「残余方式」として提唱しているものである 。この方

式では，賃金 フォンドの形成が，企業の経営活動の評価指標を媒介とする間接

的なかたちをとっ てではなく ，その総括的な指標としての利潤との直接的な依

存関係におかれることになる 。また，企業に残される利潤の形成 ・利用と賃金

との相互関係が，自主的決定の性格をおびてくるようになる（もちろん，各 フォ

ンド形成のノルマチフのおきかた，利用のしかたによって ，その程度はさまざまである

が）。 個人の賃金も ，直接に著しく企業の経営活動に依存するようになるので

ある 。これが従来の基礎としての賃率制度 ・ノルマ制度とどのような相互関係

におかれるかはさまざまであろうが，いずれにしても企業の経営活動による要

因がしめる比重はますます大きくな っていくであろう 。集団的な形態あるいは

個人的な形態での請負制は，この延長線上の発展したものとみることができよ

う。

　さて ，ソ 連においては，これまでは基本的には第一の形態がとられてきた 。

そのなかで，１９６５年の経済改革以降，利潤からの物的報奨 フォンドが，経営活

動のある評価指漂にしたが って形成され支払われていた。１９７０年代にはい って

　般的にノルマチフ 方式の利用か普及してくるなかて ，１９７９年の計画化と経済

的メカニスムの改善にかんする決定以後，純生産局１ルーフリあたりの賃金 フ

ォンド形成のノルマチフ 方式が導入されることにな った。１９８４年から始まっ た

「大規模経済実験」やいわゆる「スームィ 方式」のもとでも ，純生産高か１％

増大することに賃金 フォノトか３％増大するノルマチフ 方式かとられている 。

これが，ペレストロイカのなかでは，「国有企業（合同）法」（１９８７年６月）にみ

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６５）
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られるように２つのばあいのバリアントが認められることにな った。第１のば

あいは，企業の賃金 フォンド形成のノルマチフ 方式で，純生産高または他の生

産高の指標に対するノルマチフにしたが ってかたちづくられる 。これに，企業

に残される利潤のなかからノルマチフによってかたちづくられる物的報奨 フォ

ソドが加わ って ，企業の労働支払いフォソドとなる 。第２のばあいは，販売高

から物的支出を補填したあとにえられる所得のなかから ，まず予算およぴ上部

機関との決済や信用にたいする利子の支払いがおこなわれ，そののちに集団の

経営計算制所得が形成される 。これに対するノルマチフによっ て生産 ・科学技

術発展 フォンドや杜会的発展 フォソドなどがかたちづくられたあと ，その残余

額として集団の単一労働支払いフォンドが形成される 。そのなかには，賃金 フ

ォンドと物的報奨 フォンドとは区別されずに一体化されており ，さきにみた賃

金フォンド形成の第３形態＝残余方式の性格をもっ ていて ，「集団請負モデル」

と名付げられている 。

　企業や集団ｑ内部における個人の賃金にかんしては，第１のばあいは，企業

の計画賃金 フォンドが上から下へとレベルをお って細分されていくが，そのさ

い各 レヘルでの全国一律の賃率給 ・出来局給 ・俸給の合計＝見積り賃金 フォ：■

ドにおうじたその比例配分がおこなわれる 。報奨 フォ１■ドだけが，企業労働集

団評議会によっ て各 レヘルの集団や成員の貢献度におうじて ，基本給，実労働

時間，労働参加係数を基準として分配されていく 。第２のばあいは，逆に下か

ら上へと ，各 レベルの賃率給 ・俸給にもとづいて計画賃金 フォンドが設定され

ていき ，その合計の企業の賃金 フォンド総額が単一労働支払いフォンドから差

し引かれた残りの報奨 フォソドが，同じようなしかたで分配されていくことに

なる 。ベレストロイカのなかでは，あわせて基本賃金部分をふくむ改革がすす

められようとしており ，０賃率比重を現在の５０～７５％にひきあげ，その役割を

回復し ，それを労働貢献度に直接むすびつげる ，　賃率額の等級間格差の拡大 ，

　付加給 ・追加給制度の改善，＠技術者 ・専門家の効率の高い労働を刺激する

支払いシステムの創出，　プレミアム制度の柔軟化と企業の権限強化，　新し

い労働支払いの導入に必要な資金の源泉は，企業 ・合同自身の稼得した資金の

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６６）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
範囲内でおこなう ，ことなどの特徴ある動向が指摘されている 。

　以上が，ペレストロイカのなかで，賃金あるいは所得の新しい分配の実現形

態をつうじて，全杜会の「所有」一企業集団の「経営 ・管理」一個人の「労

働」の相互関係かあらためて問いなおされてきている問題状況である 。

　〔Ｂ〕利潤の分配ノルマチフにかんして

　うえにみたように，利潤Ｍの形成は，企業によっ てあらたに生産された価値

Ｖ＋Ｍのなかから，賃金Ｖがどのようにして区分されてくるか，ということ

に密接に関係している 。ここでは，そのことを前提にしたうえで，利潤だげを

切り離して ，その形成と利用のノルマチフ をみておくことにしよう 。

　「利潤は，杜会主義企業の活動のもっとも総合的で全面的な指標である 。そ

れは生産物の販売収入という形ての企業結果をその生産費用と対比することを

可能にさせる 。そのおかげで，利潤のなかては，生産量，生産物の品目別構成

と品質，牛産的物的支出の大きさ ，支払われた報酬の額，固定 フォンドの利用

度， 予備の大きさ ，契約からくる義務の遂行度などとい った経営活動の全側面
　　　　　２０）
が反映される」。 つまり ，あらゆる生きた労働と対象化された労働が，価値的

原理にもとづいて抽象的に量化され通計されていくゆえに，もっとも総合的で

全面的な指標となりうるのである 。しかし，そこにまた，この指標のもつ弱い

面もあるといわれ，あらゆることか利潤一価値的原理を主軸にして処理されて

いく資本主義のはあいと異な って ，この効率の総合的て全面的な指標か広義て

の使用価値的側面，具体的有用的な欲求充足一生活水準 ・生活様式一労働 ・人

間の全面的発達などの内容とたえず関連づげられていかなけれぱならないとこ

ろに，本来の杜会主義 ・共産主義らしい特徴があるといえるであろう 。さきに

もふれた「効率の質的杜会的アスベクト」も ，このような問題意識をあらわす

ものであ った 。

　企業の利潤は，国家と企業の問で分配される 。杜会 ・国家の所有にもとづく

実現と企業の相対的分立性＝占有にもとづく実現がなされていくわげである 。

その利用の内容は，杜会 ・国家のレベルにあ っては，すでに「全人民的利害 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６７）
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普遍的利害」の内容にそくしてみておいたように，杜会的再生産の最適なつり

あいとみとおし，生産の　般的諸条件＝杜会的　般生産手段（運輸通信，用地

・用水 ・公害防止施設，科学 ・技術など，生産的なイ１■フラストラクチ ュアと呼ばれる

もの）およぴ消費（生活）の　般的諸条件＝杜会的共同消費手段（共同住宅，生

活環境施設，公教育施設，医療衛生施設，杜会福祉施設など，杜会的なインフラストラ

クチ ュアと呼ぱれるもの）の維持と発展，文化的な必要，行政なと　般的管理の

必要，などである 。企業のレベルにあ っては，「集団的利害＝特殊的利害」の

内容にそくしてみておいたように，企業の技術の進歩と生産の発展（例えぱ ，

生産 ・科学技術発展 フォンド），その集団的および個人的な消費的欲求（杜会的発

展フォンドあるいは物質的報奨フォンド）の充足である 。この企業に残される利潤

に， 物質的刺激にむすびついた集団の自主性がかかわるのである 。これまでは

利潤の大部分が国家に集中されていたが，「経済改革」以降企業に残される部

分が著しく増大させられようとしている（資金自己調達制）。 そして ，この利潤

を国家と企業の間に分配するさいに，一律的で長期安定的なノルマチフか用い

られようとするのである 。

　さて ，ソ 連においては，１９６５年経済改革の開始以降，「生産 フォ：■ト使用料

（６％）」「定額納付金（地代的性格をもつ）」「銀行信用への利子」の３種の第一

次的支払いをしたのち，企業に残される利潤＝「計算利潤」から，次の３種の

「経済的刺激 フォ：／ト」一「生産発展 フォソト」「杜会文化施策 ・住宅建設 フォ

：／ト」「物的報奨 フォ■ト」（あとの２つか「報奨 フォ■ト」と呼はれる）一への繰

入れをおこなう 。そのさいの「物的報奨フォノト」の形成にノルマチフが用い

られ，あるフォソド形成指標（標準的には，基準年に対する労働生産性上昇率，高

品質製品比率の各１％）にしたが って利潤額の一定割合（％）がそれにあてられ

ることにな った。しかし，これらのフォンドを形成したあとでなお残るものが

「未処分利潤残高」として国家に収容されていくのである（それが最大の比重を

占め，１９７５年でみると ，利潤総額の３０％，「生産 フォソド使用料」は２０％，「定額納付

金」は５％であ った）。１９７０年代にはいっ て， ノルマチフによる利潤分配方式が

一部で導入されるようになる 。それは，利潤から国家に控除されていく部分と

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５６８）
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企業に留保される部分とをノルマチフによっ て按分しようとするものである 。

つまり ，国家集中部分にも ，ノルマチフ 方式が及ぽされていくようにな ってく

るのである 。しかし ，さきにもふれたノルマチフ 方式がもつ「向上度に対する

刺激方式」の問題や報奨 フォ１■ドが形成されていくさい企業の経営活動の評価

指標による間接的な媒介のしかたがもつ問題はそのまま残 っており ，それだけ

でなく ，毎年それぞれの企業の生産高 ・利潤額計画が定まっ たあとでそれにも

とづいたノルマチフの計算がおこなわれていくことから，企業の状況におうじ

た個別的な性格をもつという問題と刺激的役割か年度計画の遂行段階てしかあ

らわれないという問題をもつものであ った。そこでは，まだ，利潤を国家に集

中していくことからする配慮が，主にな っていたといえるであろう 。「大規模

経済実験」のなかでは，これらのノルマチフ が， 同一部門内では一律的なもの

にされたり五カ年間の不変的なものにされたりしていくか，うえの「向上度に

対する刺激方式」や間接的な媒介の問題はそのままてあり ，また，あとに残る

未処分利潤も「余剰流動資産」として年末に省に収用されることにな っていた 。

「スームィ 方式」では，利潤との直接的な依存関係がうちたてられ，利潤総額

に対する国庫納付 ノルマチフとそのあとの企業留保利潤額に対する報奨 フォン

ドヘの繰入れノルマチフ を用いて ，個別税率的に分配されていく 。そのノルマ

チフも ，５年間の安定性がたもたれたものになる 。とともに，利潤の企業内留

保率も著しく引き上げられ（４０％位から７０％位へ，「大規模経済実験」のもとでさえ ，

技術的再装備と再建のための需要の２分の１以下，杜会的発展のための需要の３分の１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
以下しか企業資金によっ てはみたしえなか った，といわれる），「資金自己調達制」

と結びつけられていくのである 。

　これらの実験のうえにた って ，ベレストロイカのなかでは，２種類の利潤

（所得）のノルマチフ 分配方式がうちだされていくのである 。第１の形態は ，

利潤のノルマチフ 分配にもとづくもので，利潤から ，まず予算および上部機関

との決済や信用に対する利子の支払いがおこなわれる 。そのあとの企業留保利

潤が集団の処分にゆだねられることになるが，それに対するノルマチフによっ

て生産 ・科学技術発展 フォ：／ト ，杜会的発展 フォ■ト ，物的報奨 フォノトまた

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５６９）
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は他の同様の用途のフォンドが形成されていく 。賃金 フォンドは，すでにみた

ように独自にノルマチフによっ て形成される 。賃金 フォノドと留保利潤の合計

が， 集団の経営計算制所得をかたちづくる。第２の形態は，所得のノルマチフ

分配にもとつくもので ，販売高から物的支出を補填したあとに得られる所得の

なかから ，まず予算および上部機関との決済や信用に対する利子の支払いがな

され，そののちに集団の経営計算制所得があたえられる 。それに対するノルマ

チフによっ て， 生産 ・科学技術発展 フォノト ，杜会的発展 フォ：／トまたは他の

同様の用途のフォンドがつくりだされたのち，その残余額として単一労働支払

いフォンドが形成されていくわけである 。それは，すでにみたように，賃金 フ

ォンド形成の第３の形態 ＝Ｖ＋Ｍを一体化して決定していくという要素をも

つものであ った 。

　以上の整理のなかから，効率性の強化および自主性の拡大ということと関わ

りながらノルマチフ 方式が，次のような展開のあとをたどっ てきたことを知る

のである 。すなわち，まずは企業留保利潤からの報奨 フォ１■ドの形成というよ

うな部分的な導入からはじまる 。やがて，その他のフォンドの形成にも及び ，

他方では国家集中利潤のところにも適用されていくようになる 。国家集中利潤

と企業留保利潤とがノルマチフによっ て直接に按分され，報奨 フォンドなどの

形成もフォンド形成指標を媒介とする間接的なかたちではなくて企業留保利潤

に直接依存するノルマチフでおこなわれるようになる。そして ，このようなノ

ルマチフに，一律的性格と長期安定的性格がもとめられていくのである 。つま

り， 企業の経営活動の成果とむすびつけて効率性を徹底させていこうとするか

ぎり ，あらゆるノルマチフ がますます利潤との直接的な依存関係に収敏してい

かさるをえないのてあり ，それか企業留保利潤の著しい増大とむすぴつけられ

ていくことになる（資金自己調達制）。 賃金 フォンドの形成についても ，その第

２の形態＝ノルマチフ 方式で利潤との直接的な依存関係を徹底させていこうと

すれば，それは論理的にはＶ＋Ｍを一体化した第３の形態に近よらざるをえ

なくなるであろう 。

　ペレストロイカのソ 連の現段階においては，うえにふれたように所得のノル

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７０）
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マチフ 分配の形態も認められることになり ，軽工業，商業やサ ービス 業， 中小

の集団請負での近年の経験がひきつがれようとしている 。しかし，国民経済の

基幹的な部分のところでは，利潤のノルマチフ 分配と賃金 フォンドのノルマチ

フ形成におけるそのノルマチフ を， 各企業ごとの個別的指名的な性格のものか

ら一律的で長期安定的な性格のもの（その過渡的段階としてのグループ的性格のも

の）に変えていくということが当面の環にな っている ，とみることができよう 。

これまでにも ，先進的な連邦化学機械工業省では，フォンド支払いが生産 フォ

ノト収益率におうじた単一の率て ，利潤からの納付金か原価に対する収益率に

おうじた一定の率で，省への利潤控除が７．５％の単一のノルマでおこなわれて

きていた。これを将来は他の部門にも及ぽし ，予算とのあらゆる関係がこの方

式に移されるべきであるとされる 。現在は個別的 ノルマチフ が多くの省にとっ

て避けられないが，利潤分配のノルマチフについても賃金 フォンド形成のノル

マチフについても ，第１３次５カ年計画からは一律的で長期安定的なノルマチフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
に全面的に移行するという課題がうちだされることにな ったのである 。

　しかしながら ，これは大変に重い課題であろう 。というのは，これまでから

も， 効率性を徹底させていくためにはノルマチフは一律的で長期安定的でなけ

れぼならないことが認められながら ，実際に適用するとなるとそれを制約する

重い諸要因がさまざまに論議されてきたからである 。そのなかであげられてき

たのは，次のような２つのグループに大別することができるものであ ったよう

に思われる 。

　ひとつは，効率性をめぐる価値基準のおきかたがあいまいで，それが計画化

の方法や用具のなかに一貫性と整合性をもっ てつらぬかれていないという ，

「経済的 メカニスム」のいわは主体の側に比重のかかる諸要因てある 。

　もうひとつは，経済的 ・杜会的構造のなかによこたわる客観的な諸要因てあ

る。 その１は，国民経済のレベルにおけるバラソス 性の欠如，いわゆる「不

足」の問題であ った。周知のハンガリーの コルナイは，「売り手市場」の状況

下では，どのような指標や価格でも生産に対する消費の コソトロールの機能を

効率的に発揮しえないこと ，また，消費サイドに消費者厚生の損失があるだけ

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７１）
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でなく生産サイトにも遊休ストソクの凍結や資源の未利用，あるいは強制代替

（悪い品質や高い資材での代替）によっ て効率の損失をもたらすことを論証してい
２３）

る。 ソ連については，メドヴ ェー デェフ が， １９６０年代後半の企業の自主性の拡

大が，投資資金と諸資材とのアンバランス ，貨幣所得と消費財とのアンバラン

スをひきおこし ，それが７０年代での自主性のい っそうの拡大とノルマチフ など

効率性の徹底を妨げた大きな要因であることを，「『不足』一効率的経済運営の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）対礁者」というタイトルのもとに詳しく分析している。その２は，企業（合

同）のレベルにける技術的 ・経済的 ・杜会的諸条件の格差の大きさであ った 。

「固定的な長期的 ノルマチフに基づく利潤分配制度を経済運営の実践に導入す

ることは，きわめて困難であることがわか った。それは二つの理由による 。第

１に，企業ごとの利潤形成が不均等であり ，合同体の場合でも（より小さい程

度でではあるが）そうである。第２に，利潤からつくられるフォンドでまかな
　　　　　　　　　　　　　　　２５）
われる諸種の必要か可変的である」。 スタロトゥフロフスキー は， 各々の企業

の個別的労働支出と杜会的労働支出とのあいだの歴史的にかたちづくられてき

た著しい格差のために，経営計算制利潤を適用しても企業の約６５％しか包摂し

えないこと ，その生産諸条件のより本質的な均等化の過程とあわせてでしか
，

グループ的 ノルマチフ を部門的 ノルマチフヘ漸次的に移行させることができな
　　　　　　　　２６）
いことを論じていた 。

　うえの主体的諸要因と客観的諸条件，「経済 メカニスムの機能不全」と「マ

クロ 経済のアンバランス」は，お互いが条件になり結果にな って悪循環をなす
　　　　　

２Ｚ）

ようになるが，これからぬけだす契機をそのいずれに見いだすか。例えば コル

ナイは，主体的諸要因　　価値原理のおきかた，計画化や管理の方法 ・用具に

比重をかけるのにたいして，ベレストロイカまでのソ 連においては，客観的諸

条件の重さの強調が主たる流れをなしていたように思えるのである（いわゆる

ラデ ィカルな「改革論者」を除いて）。 しかし ，いまベレストロイカのなかで，主

体的諸要因のもつ意義のみなおしとともに，一律的て長期安定的なノルマチフ

ヘの移行が第１３次５カ年計画の課題としてかかげられるようになる 。問題は ，

それをテ コとしつつ，客観的な経済構造をどのようにひきあげていくか，その

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７２）
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相互関係の全体的な分析にあるてあろう 。

１８９

　以上にたどっ てきたように，本稿は，賃金や利潤，所得の分配の経済的実現

形態をつうじて ，全杜会の「所有」一企業集団の「経営 ・管理」一個人の「労

働」の相互関係があらためて問いなおされてきている問題状況を整理し，杜会

主義的所有論のあらたな展開の課題をたずねていこうとしたものであ った。し

たが って ，ペレストロイカのたかででてきている杜会主義的所有論のその他の

領域については別の機会を待たざるをえないが，それにしてもそれへの繋がり

の糸 口だけには言及しておかなければならないであろう 。そのひとつは，すで

に１９８７年１月党中央委員会総会の引用をしておいたように，杜会主義のもとで

の所有のさまさまな諸形態の複合的な存在の問題であり ，いま国家的所有とな

らんて協同組合的所有や個人的営業　所有なとか積極的に容認されようとして

いることてある 。この問題については，協同組合的所有にあ っては「経営 ・管

理」と「所有」とが一体化しているという論理のうえで，また，個人的営業 ・

所有にあ ってはさらに「労働」とも一体化しているという論理のうえで，これ

までの整理を基礎にしてそれらの内的構造を経済学的にほりさげていくことか

できると考えられる 。そのうえで，国民経済の総体において ，国家的所有を中

心的な環にしつつ協同組合的所有や個人的所有などが多元的 ・重層的にヒエラ

ルヒー をなす構造が，いわぼウクラード論的に固有に展開されていかなければ

ならないであろう 。

　杜会主義のもとでの所有諸形態の複合的な存在の問題は，周知のようにハ１／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
ガリー でも先駆的に論議されてきたものであ った。そこでは，協同組合，経済

連合体，合弁企業，杜会組織 ・団体所有企業，非企業型その他個人的 ・連合的

事業型の所有なとの問題とならんで ，国家セクター内部における「所有者組織

論」が展開され，「所有」と「経営 ・管理」と「労働」の相互関係の理論的解

明に役立つ同様に多くのてがかりをあたえてくれているように思われるのであ

る。 そのさまさまな所有者組織の構想のなかであげられる類型　　０「経営監

督省あるいは所有省などの行政型経営監督組織」，　「ホールデ ィング（持株

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７３）
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会杜）などの独立資産所有組織」，　「集団的企業指導型の企業所有」 ，＠「自

治的性格の企業所有」，　「個人的杜会的所有」　　 の詳細にたちいるわげに

はいかないが，それらの区別にかかわる所有と経営と労働の機能の相互関係の

おきかたには示唆されるものがあるといえよう 。これまで，国家（行政機関）

と経済的な所有者機能と経営者機能とが，いわば部門別省によっ て一枚岩のよ

うに統合されていたのを，どうそれぞれの機能を自立化させていくか。０の行

政型経営監督組織は，超部門的原理にたち，国会に直属する経営監督組織をつ

くり ，それが所有者機能としての，企業の設立 ・整理 ・解散，営業分野の決定 ，

経営者の人事にかんする権限を行使する 。　の独立資産所有組織は，行政機関

からは独立させ，所有者機能は資産所有組織に，経営者機能は企業に分離して

あたえる 。前者の機能としては，傘下企業の組織のあり方，企業指導部の選定 ，

資産分配 ・資本移動があげられ，そのさい利潤関心にもとついて行動するが ，

それは長期的でかつ杜会的な観点からのものであるという特徴をもつ。後者の

機能，企業の経常的戦術的問題の決定は企業自身にゆだねられる 。　の企業所

有は，うえの所有者機能をも経営者機能と統合し，企業にあたえようとするも

のである 。ただし ，企業の戦略的決定をおこなう企業評議会は，企業経営陣の

代表，労働者の代表，党と労働組合の代表，機能別中央機関の代表なとから構

成され，杜会的観点をもたせるようにして，企業長はそれに従属する。＠の企

業所有は，ユーゴスラビア型の企業の勤労者集団による自主管理であり ，所有

考機能も経営有機能もそれが統合しておこなう 。（５）の個人的杜会的所有は，全

ての人が “せり” 競争をつうじて企業家になり経営権を手にいれることがで

き， 杜会的所有が個人的所有として責任をもっ て最も有利に活用する企業家に

ゆだねられる 。

　論議のひとつの焦点は，０　では，杜会的所有としての所有者機能（戦略的

な， 企業の組織のあり方，人事権，資産分配 ・資本移動，など）の杜会的観点がつら

ぬかれうるという長所をもつ反面，それらか企業経営の利潤関心と切り離され

ていくという欠点をもつ，　＠では，所有者機能にも経営者機能にも利潤関心

か徹底されうるという長所をもつ反面，所有者機能としての杜会的性格か弱く

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７４）
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なっ ていくという欠点をもつ，　では，それらの杜会的性格いな集団的性格す

らあまりにも薄くな ってしまう ，とされるところにあ ったといえるであろう 。

この所有者組織論争では，所有機能と経営機能との相互関係に重点がかけられ

ていたが，これまでに整理をしてきたような全杜会の「所有」一企業集団の

「経営 ・管理」一個人の「労働」の相互関係の枠組みと重たりあ ってくる問題

であることを知るのであり ，その理論的ほりさげが展開の基礎とな っていくも

のと考えられるのである 。

　ハンガリー においても ，このような類型があれかこれかで主張されたのでは

なく ，　般にさまさまな形態の複合的な存在の積極的な意義か認められ，例え

ぼ， 　は自立した中規模企業に適合し，＠は自主管理型の小規模企業に適合す

る， とい ったようなさきにふれたウクラード論的な接近のしかたが要請されて

いる 。

　なお，ハンガリー やその他において ，うえの「資本」の杜会的な分配 ・移動
，

杜会的な形成ということと ，その利用を企業経営の利潤関心にむすびつけてお

こなうということと関わ って ，杜債や株式など「資本」市場の問題がでてきて

いる 。このいわぼ「資本所有」と「資本機能」との分離，「擬制資本」と「現

実資本」との分離ともいうべき問題についても ，さきの杜会主義のもとでの所

有者機能と経営者機能の相互関係のうえにた って ，ｒ貨幣資本」の所有者が

「実物資本」の実際の支配と決定にとうかかわるのかという具体的内容にそく

して展開がなされていかなければならないであろう 。このような杜会主義的信

用理論の固有の展開にとっ ても ，これまで整理してきたようなところがその出

発的な理論的基礎とな っていくと考えられるのである 。

四

　以上，ペレストロイカのなかでみられる「人間的要因」論の欲求一利害の内

容と分配の経済的実現形態の内容をつうじて ，いま杜会主義的所有論にたいし

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７５）
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てとのような新たな課題が提起されてきているかを整理してきた。本稿は，そ

の課題の解決そのものを本格的にこころみようとしたものではない。そのため

には，さらに実践的 ・理論的推移をみまもりつつ別の機会を待たなけれはなら

ないであろうか，以下ではこれまでの整理のうえにた った課題解決の基本的方

向性について ，私の考え方の概略をまとめておくことにしたい 。

　〔１〕　杜会主義的所有のもとでは，「資本（生産手段）が生産者たちの所有に
，

とい ってももはや個 々別 々の生産者たちの私的所有としてのそれではなく ，結

合された生産者である彼らの所有としての，直接的な杜会所有としての所有に ，

　　　　２９）
再転化する」。ｒ結合された生産者」というｒ杜会的な」形態に変化しながら

，

対立的なかたちでの所有と労働との分離から，両者か結合した「直接的な」所

有への転化かもたらされていくのである 。労働の主体が生産手段を自己の手に

とりもどすことは，労働生産物のみならず労働そのものをもその主体によみが

えらせる 。そして ，欲求一利害の内容についてみておいたように，第１に，欲

求そのものの杜会自体から生まれる絶えず拡大し豊かにな っていく欲求への発

展が，第２に，労働 ・生産における人間的諸力のより自由な全面的な発達か
，

第３に，目的の意識的実現，意識的な制御の実現，自由の実現が展開されてい

くのである 。杜会主義的所有論は，なによりもまず，このような生産の主体と

生産手段との相互関係の内容を基軸において展開されていかなければならない
。

　〔２〕　ベレストロイカのなかでの「人間的要因論」が，人間を生産や管理の

主体として位置づげ，その利害の分立性を容認し，集団の経営や個人の労働の

結果におうじた分配をつらぬくことによっ て各 々の責任ある効率性思識を創造

し， それと結ぴついた自主性を拡大し，自由と民主主義の発展をもたらしてい

こうとする積極面については，これを正しく評価しておかなければならないで

あろう 。とともに，そこでは，人間はまだなんらかの外的過程の要因とみなさ

れ， 人間の発達そのものが杜会の基本的な課題とはな っていないという段階と

しての制約性をもち，したが って労働と労働能力，欲求と欲求充足の杜会的な

発展，それらのい っそうの実質的な平等化，さらには主体的な制御と真の自由

なとの，より高い段階にむけての経済的 ・杜会的構造の全体のなかで，それを

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７６）
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位置づげて展開していかなげれぼならないのである 。

　〔３〕　賃金や利潤，所得の分配の経済的実現形態をめくる問題状況の整理で

あきらかにな ったように，　般にそのさいのノルマチフ 方式は，集団の経営や

個人の労働の効率性を引き上げ，その自主性の拡大と結びつくものであ った 。

その機能をより徹底させていくためには，企業の経営活動の総合的で全面的な

指標てある利潤：あらゆる生きた労働と対象化された労働か価値的原理にもと

づいて抽象的に量化され通計されていく指標と直接的な依存関係におかれ
，一

隼的で長期安定的なノルマチフとな っていかなけれはならない。そして ，それ

が企業の留保利潤の拡大と結びつげられていく（資金自己調達制）。 利潤の分配

ノルマチフおよび賃金 フォンド形成のノルマチフの適用は，以前には「国家」

：「杜会的所有」のもとにいわば一枚岩的に統合されていた「所有」と「経

営」と「労働」の経済学的概念を分立させ，それぞれの機能を独自に展開させ

ていくことを可能にさせる 。だから ，それは，杜会主義的所有論にとっ て積極

的な意義をもち，集団や個人などさまざまな経済主体からなりたつ多元的 ・重

層的なそのヒエラルヒー 的構造をあきらかにし，それらのあいだでの民主主義

的原則にもとづく機能的展開をはか っていくという現在の課題にこたえるもの

となるのである 。

　〔４〕　ところが，ノルマチフ 方式を一律的で長期安定的なものとして徹底さ

せていこうとするとき ，それは客観的な経済的 ・杜会的構造のある変革を要請

するのである 。効率性を有効に機能させるためにも ，１つは，国民経済のレベ

ルにおける「不足」の克服の問題，バラノス性の問題を解決しなけれぼならず ，

杜会的再生産過程における使用価値的な面でのい っそうの均等化，杜会化のあ

る発展段階を不可避とする 。これは，さきに杜会 ・国家のレヘルにおける「全

人民的利害：普遍的利害」の内容としてあげておいた，杜会的再生産過程の最

適なみとおしとつりあい，生産の　般的諸条件＝杜会的　般生産手段およひ消

費（生活）の　般的諸条件＝杜会的共同消費手段の維持と発展ということに関

連するものであろう 。２つは，企業のレベルでの労働 ・生産過程の技術的 ・経

済的 ・杜会的諸条件の著しい格差を解消しなげればならず，生産手段と労働の

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７７）
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結合における労働過程的な使用価値的な面でのい っそうの均等化，杜会化のあ

る発展段階を不可避とする 。これは，同じく企業のレヘルにおげる「集団的利

害＝特殊的利害」の内容（企業の技術の進歩と生産の発展，集団的および個人的な消

費的欲求の充足）に関連するものであろう 。つまり ，企業のレベルにおげる価

値的原理にもとついた効率性の徹底は，他方で国民経済のレヘルおよぴ企業の

レベルにおける使用価値的な面でのある均等化と杜会化の発展の段階を必然的

に要請してくるのである。すへてか価値的原理を主軸にして処理されていく資

本主義のばあいとは異なる ，このような相互関係の全体の分析こそが問題なの

である 。

　〔５〕　さらに，うえのような使用価値的な面でのい っそうの均等化と杜会化

の発展のなかで一律的で長期安定的なノルマチフ 方式の段階か達成されると ，

次にはそのうえにた って集団の経営や個人の労働のさらなる効率化，価値的原

理の徹底が追求されていくことになるであろう 。それは，利潤Ｍの形成と諸 フ

ォソドヘの利用におけるノルマチフ 方式のい っそうの弾力化と自主性の拡大に

もあらわれるが，決定的なのは，賃金Ｖの形成をノルマチフ 方式で独自に切り

離しておこな っていた第２の形態から，そのＶをも直接にＭに依存させる ，つ

まりＶ＋Ｍを一体化させてその分配と決定におげる企業の自主性のい っそう

の拡大をはか っていく第３の形態へと ，移っていかざるをえなくなることであ

る。 企業の自主性のさらなる発展のなかで，Ｖ＋Ｍの一体化，それをめぐる

「経営」とｒ労働」の機能の一体化が進んでいく 。

　〔６〕　しかしなから ，企業ての蓄積と消費，生産手段と消費資料の需給の決

定におげるこのような自主性のあらたな拡大は，次のような国民経済のレヘル

におげるバランス性との相互関係の枠組みの存在を前提とするものであ った 。

すなわち，一方では，うえにみたような杜会的再生産過程でのい っそうの均等

化と杜会化の発展，生産と消費 ・欲求との杜会的な連関，生産と科学技術進歩 ，

自然環境なととの連関，生産といわゆる杜会的諸問題との連関の発展のなかで 、

最も消費や欲求に適合したものを最も少ない労働や資源の支出でどのように効

率的に生産していくかということが杜会的につきあわされ，ノルマチフや価格

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７８）
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などの経済的 レギ ュレーター（規制手段）が析出されてくる ，他方では，うえ

にみたような企業の労働 ・生産過程の技術的 ・経済的 ・杜会的諸条件のい っそ

うの均等化と杜会化の発展のなかで，企業の経営活動の成果がその最も総合的

で全面的な指標である利潤のかたちにますます集約されてくる ，そのうえでそ

れらのノルマチフと利潤とが問接的な方法 ・用具としてむすびつげられていく

という枠組みである 。そのさい，国民経済のレベルにおける使用価値的なバラ

ノス性はできるだけ基本的な大枠のところだげの戦略的決定にととまり ，それ

ができるだげ少数の単純な経済的 レギ ュレーター を介して下につたえられる 。

　したが って ，それは，他方からの企業どうしのレベルにおげる直接的な契約

にもとづく使用価値的連関によっ て具体化され，おぎなわれていくことを想定

しているのである 。企業の専門化と協業化にもとづく生産的連関の発展，生産

単位と流通や消費の諸機関とのあいだでの生産：消費的連関の発展，生活や杜

会的諸問題をめくる地域でのあたらしい協同化の発展，そしてこれらの間での

互いの欲求と使用価値をつきあわした下からの直接的連関の発展である 。ポポ

フも ，「完全経営計算制」がおこなわれるための３つの基本的エレメントとし

て，一方で，　企業の総所得から一律の％や課税で支払いがなされ，　労働支

払いが残余方式でおこなわれることをあげながら ，他方でなによりも ，０企業

が需給関係のなかで生産物の種類 ・量 ・価格におうじて注文を自主的に選択す

る権限をもつことが出発的基礎となり ，それが国民経済的バランスと調節され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）
ていくメカニ ズム が必要であることを論じていた。つまり ，賃金 フォンド形成

の第３の形態への移行は，企業の自主性のい っそうの拡大を軸とする ，このよ

うな下からの使用価値一欲求の充足をめぐる直接的連関の発展をともなわなけ

れはならないのである 。これか，企業や地域における労働 ・生産諸条件と消費

・生活諸条件の形成と利用のありかたの決定に対する労働者や市民の主体的な

参加の発展につながるべきものであることは，いうまでもないであろう 。

　もともと ，使用価値一欲求の充足は個別的な性格をもつものであり ，このよ

うな集団や個人の下からのその実質的なうらづげをもっ てはじめて ，国民経済

レベルでの杜会的な使用価値の計画性も生きたものとなるのである 。杜会主義

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７９）
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のもとでの使用価値の杜会的性格と個別的性格とがしだいに統一を獲得してい

く過程であるともいえよう 。

　〔７〕　以上，価値的原理にもとつくノルマチフ 方式の徹底，その利潤への直

接的依存関係の追求か，賃金Ｖと利潤Ｍ，所得の分配の実現形態において ，自

主性の拡大を軸とするＶ＋Ｍの一体化をもたらしていく筋道をたどっ てきた 。

それには，しかしながら，使用価値的原理にもとづくい っそうの杜会的な発展 ，

一方からは，国民経済のレベルにおげる均等化と杜会化の発展，他方からは ，

企業のレベルにおける均等化と杜会化の発展，そしてそのうえにた った自主性

の拡大を軸とする下からの直接的な使用価値的連関の発展をともなわなければ

ならない，ということをあきらかにしてきた。そのような経済的 ・杜会的構造

の全体的な枠組みのなかでのみ，効率性と自主性にもとつく「経営」の，さら

には「経営」と「労働」が一体化したその機能の自立的な発展がもたらされう

るのである 。

　では，つぎに，そのような「経営」と「労働」のますます一体化されていく

自主性の拡大は，「所有」との相互関係においてどのような展開をとげていく

のであろうか。杜会的所有のもとにある生産手段，資産 ・資本は，企業の経営

活動＝ｒ占有」にゆだねられ，自主的 ・効率的に利用され，その成果Ｖ＋Ｍ

がますます企業活動の総括的指標である利潤Ｍと直接的な依存関係におかれて ，

次のようなかたちで分配され利用されていく 。ひとつは，国家集中利潤であり ，

それはすでにみたように杜会的再生産過程の最適なつりあいとみとおし，生産

の　般的諸条件＝杜会的　般生産手段，消費（生活）の　般的諸条件＝杜会的

共同消費手段の維持と発展，文化的な必要，行政など　般的管理費なとにあて

られる 。もうひとつは，企業留保利潤で，企業集団の技術の進歩や生産の発展

のための生産発展 フォソド，集団的な欲求充足のための杜会的発展 フォソド ，

個人的な欲求充足のための労働支払いフォンド（ますます一体化していく物的奨

励フォソドと賃金 フォンド）にあてられ，それらの諸 フォンドのあいだでの弾力

性をもっ た自主的決定か拡大していく傾向をもつ。これらの利用か，「所有」

との相互関係でどう展開されていくかをあきらかにするためには，二つの方向

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８０）
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からの接近を必要とするであろう 。

　すなわち，一方からは，杜会的所有のもとにある生産手段に，企業の占有に

もとづく生産発展 フォンドから形成されるものがたえず合体されていくことに

よっ て， 所有のもつ杜会的性格が占有のもつ集団的性格によっ て変容をこうむ

りつつ，企業の自主性の拡大を軸とした一体化がすすんでいく ，という方向で

ある 。

　ところが，他方からは，ここでも ，これまでに検討してきたような経済的 ・

杜会的構造の枠組み全体のなかてこれを位置つけていかなけれはならない，と

いうことなのである 。

　企業の生産発展 フォ１／ドから形成される生産手段は，杜会的再生産過程の上

述のような均等化と杜会化のなかから供給されてくるものであるし，なかんず

く現代的科学技術の杜会的な研究 ・開発の比重はますます高くな っていくてあ

ろう 。また，生産的イノフラストラクチ ュアと呼はれる杜会的　般生産手段に

よる共通な基盤の杜会的支えはもっと意義が大きくなるであろう 。さらに，企

業（合同）どうしの間で，生産物の需給関係にもとづく流通的連関だげでなく ，

専門化（ｒ製品別専門化」一「部品別専門化」一「技術工程専門化」）と協業化にもと

づく生産的連関が下から発展し（それが合同の形成など企業の組織形態の変化につ

ながるばあいもある），このようななかで企業の技術的 ・経済的諸条件の均等化

と杜会化がすすんでいく 。つまり ，うえの企業の集団的性格にもとづく占有と

所有の一体化の傾向は，このような国民経済のレベルおよび企業相互間のレベ

ルにおげる生産手段の杜会的な形成と利用の全体的構造のなかに包摂され，も

っと大きな均等化と杜会化の発展のなかでその格差の拡大も克服されていかな

けれぼならないのである 。

　消費資料に対する集団的なあるいは個人的な欲求充足をめぐる所有関係との

相互関係についても ，同様であろう 。個人的所有の対象となる消費財やサ ービ

スの量と質，杜会的消費 フォンドは，杜会的再生産過程の上述のような均等化

と杜会化のなかから供給されてくるものであり ，それらに対する消費者選択の

自由，杜会的な欲求の発展はそのなかでのみもたらされうる 。また，その個人

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８１）
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的な欲求充足は，さきにＶ＋Ｍの分配についてみたように，たえず企業の集

団的な欲求充足と一体化されていくようになる。さらに，それが，国民経済の

レヘルにおける消費（生活）の　般的諸条件＝杜会的共同消費手段のありかた ，

地域を基盤とした生活の協同化のありかた，生産企業と商業機関との間の生産

：消費的連関のありかたによっ てますます大きく支えられるようになり ，その

ような全体の均等化と杜会化の発展のなかに包摂されておこなわれていく 。こ

れが，このような消費（生活）の諸条件の形成や利用への労働者や市民の主体

的参加，自主的管理をともなうものであることはいうまでもないであろう 。な

お， 個人的所有のもうひとつの面，個人の労働能力と労働の発展についても ，

以上のような労働 ・生産諸条件と消費 ・生活諸条件の杜会的枠組みのなかで ，

さきのザスラフスカヤがいう労働能力の形成の諸条件，労働の場所や機会を得

る諸条件，労働活動の諸条件の実質的な均等化がもたらされていくことになり ，

そのうえにた って労働契約や職業選択の真の自由，労働能力の自由な全面的な

発展ということもなしとげられるのである 。

　このように，企業の効率性と自主性の拡大を軸としながら，「経営」と「労

働」 ，さらにには「所有」との一体化，杜会的所有と占有と個人的所有の一体

化がしだいに進んでいくのであるが，それはしかしながら，経済的 ・杜会的構

造の全体におけるいっそうの均等化と杜会化の発展のなかに包摂されておこな

われるものであり ，そのなかでそれらの集団的性格はしだいに杜会的性格の実

質的内容の発展によっ て変化させられていくのである。ハンガリーの所有者組

織論争におげる「所有者機能」と「経営者機能」の相互関係の問題も ，たんな

る類型化論としてだげでなく ，このような実質的内容のうえにた った整理が必

要とされていくであろう 。そこでは，経営者機能が，分化され徹底させられて

いく 。所有者機能が，まずは行政機関から切り離され経済の独自の論理のうえ

にのせられようとする 。それは，所有者機能をも利潤関心にむすびつげていこ

うとするところにあらわれるが，しかし杜会的な長期的な観点からのそれであ

って ，当然個別企業 レベルでのようなものではない。さらには，国家財政依存

型諸制度（教育，医療，保健など）および公益企業（カス ，水，電気，郵便，電話 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８２）
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鉄道，その他公共的運輸などの基本的諸サ ービスを供給する諸企業）については，こ

の適用を除外したり区別したりすることが強調される。　「集団的企業所有型

の企業所有」論と　「自治的性格の企業所有」論にあ っては，所有者機能をも

企業経営の利潤関心に引き寄せてみていこうとする傾きか強いのにたいして ，

０「行政型経営監督組織」論と（２）「独立資産所有組織」論にあ っては，所有者

機能がもつべき杜会的性格のところに力点がかけられている ，といえよう 。問

題は，あれかこれかではなく ，両者の相互関係の実質的内容のほりさげにある

であろう 。そのさい，所有者機能の内容とされるもの一“資産 ・資本の移動 ・

配分”についてみると ，これまでに検討を加えてきた国民経済 レベルでの杜会

的再生産過程や生産的 ・杜会的インフラストラクチャ などの展開の実質的な問

題を離れては考えられないのである。また，“企業の組織編成のありかた”に

ついても ，同様に企業 レベルでの専門化と協業化，企業形態などの展開の実質

的な問題を離れては考えられないのである 。そして ，そのようなうえにた って ，

“経営者の雇用権 ・拒否権，人事権，企業評議会の杜会的な選出”という内容

も， 具体化されていくであろうと思われる 。ハノガリー の論争も ，一方で，企

業の経営者機能を徹底させながら，他方で，それを経済的 ・杜会的構造の全体 ，

つまりは杜会主義的所有の構造と機能の全体的枠組みのなかに位置つけて ，そ

の相互関係を展開していかなけれはならない，という方向性を示唆していたと

いえるのである 。

　〔８〕　 これまで，「国家」＝「杜会主義的所有」のもとに，「所有」と「経営」

と「労働」とが未分離のままに一枚岩的におおいかくされてきたとすれぱ，同

じようにそのもとて協同組合的所有と個人的営業 ・所有もまた独自の意義を無

視ないし過小評価されてきたのであ った。それらにあ っては，集団と個人の利

害関心にもとづいて ，集団の経営が，さらには集団の経営と個人の労働が，独

自にその機能を展開させ，その所有との相互関係が集団的な所有および個人的

な所有としての形態をもっているだけにもっとも明瞭なかたちで問われてくる

ことにな った。集団と個人の効率性と自主性の拡大を軸にした，所有と経営と

労働との直接的な一体化の問題か，ここてはもっとも鋭くあらわれてくるのて

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８３）
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ある 。ここに，これらの所有諸形態の複合的存在の容認かもつ積極的な思義が

あっ たと思われる 。そのうえで，しかしながら，これらを，以上のような経済

的・ 杜会的構造の総体のなかに位置つけて，国家的所有を中心的な環にしつつ

協同組合的所有や個人的所有などが多元的 ・重層的にヒエラルヒー をなす構造

がウクラード論的に展開され，全体としての杜会的性格の成熟の過程がたどら

れていかなげればならないであろう 。

　〔９〕　賃金や利潤，所得の分配の経済的実現形態をつうじての，「所有」一

「経営」一「労働」の相互関係，「杜会的所有」一「集団的占有」一「個人的所

有」の相互関係の展開は，以上のような方向でおこなわれるへきであると考え

る。 価値的原理にもとつく分配諸形態の徹底は，うえの相互関係のそれぞれの

機能の自立的な展開をもたらし，自主性の拡大にもとづくそれらの一体化の傾

向をうみだしていくが，他方では，国民経済のレベルおよび企業のレベルにお

ける使用価値的原理にもとつくい っそうの均等化と杜会化の発展，そしてその

うえにた った自主的管理を軸とする下からの直接的な使用価値的連関の発展を

ともなうものでなければならなか った。このなかに，本章の〔１〕でふれた杜

会主義的所有のもつ所有と労働との「直接的な」結合の性格ということと結合

された生産者たちによる「杜会的な」形態ということとの統一が，実質化され

ていく過程の内容をみることができるように思われるのである 。それは，また ，

すでにみておいた「全人民的利害＝普遍的利害」と「集団的利害：特殊的利

害」と「個人的利害・個別的利害」の内容が実質的に統一されていく過程であ

り， このような杜会（国家）と集団と個人の利害の内容の一体化の傾向のなか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１）で， 労働に応じた分配と労働の結果に応じた分配とかしだいに重なりあい，さ

らには労働と分配との直接的な依存関係，労働と労働能力の発展ということと

欲求充足と欲求の発展ということとの直接的な依存関係がしだいにうすれて ，

それぞれが独自に追求されていくようになる ，つまりはザスラフスカヤのいう

人間そのものの完成が杜会の基本的課題となる段階へむか っての過程の内容が

そこにあるように思われるのである 。

　　１）例えは，『経済の諸問題』誌１９８８年３号のＪ【Ｈ肌ゆｏｐ０Ｂ 論文とｒ　ｒｏｐ皿ａ一

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８４）
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　ＨＯＢ 論文より始まっ た杜会主義的所有の問題をめぐる討論，岩林彪「国家的所有

　はいかに総括されるべきか」（『杜会主義経済研究』第１１号，１９８８年９月），を参

　照。所有者と経営主体を分離して考えようとするブルガリアの新しい展開につい

　ては，杜会主義経済学会第２８回大会（１９８８年６月）での岩林彪報告が詳しい 。

２）『杜会主義経済研究』第１２号に掲載予定のｒベレストロイカと『経済的 メカニ

　ズム』論」を参照 。

３）〃Ｂスターリノ『ノ同盟における杜会主義の経済的諸問題』国民文庫 ，１９５３

　年，８６－８７べ 一ジ 。

４）芦田文夫『杜会主義的所有と価値論』第２章，青木書店，１９７６年，参照 。

５）ｒ経済管理の根本的再編の基本命題」（ソ 連共産党１９８７年６月中央委員会総会 ，

　『日ソ経済調査資料』１９８７年９号，３６ぺ 一ジ）。

６）芦田文夫「『杜会主義経済と国家』にかんする覚書（中の１）」（『立命館経済

　学』第３３巻第３号，１９８４年８月）。

７）〃ｎ〃ＪＩｂ皿ＨｃＫ〃抗，ＨＢＨｅｐＨ０ｒｏ刀０ＢＫ〃Ｈ，ｎｏ皿〃ＴｘＨｅｃＫａＨｃ〃ｃＴｅＭａ

　ｃ０ＢｅＴｃＫ０ｒｏ　ｏ６皿爬ｃＴＢａ　　ｎ０ＨＨＴ〃ｅ　〃　ｃＴｐｙＫＴｙｐａ，Ｃ０６３舳ｃＫ０３　２０ｃｙ６”Ｐｃ閉６０　〃

　〃〃６０
．１９７７ ，１ ．　 ロナルド ，Ｊ．ヒル ，菊井礼次訳『ソ 連の政治改革』世界思想

　杜，１９８４年，　大江泰一郎訳 ・解題「ソ 連における政治改革論の動向」（『科学と

　思想』第５２号，１９８４年４月），などを参照 。

８）ｒ再編と党の幹部政策について」（『世界政治』１９８７年４月上旬号，５べ 一ジ ，

　但し ，蘇訳は変えている）。

９）　同上，１４べ 一ジ 。

１０）Ｔ ・” ・ザスラフスカヤ「大衆の創造的積極性は成長の杜会的予備である」

　（３Ｋ０．１９８６，３　『世界経済と国際関係』第７５集），Ｔ〃３ａｃＪＩａＢｃＫ朋 ，

　Ｈｅ皿０ＢｅＨｅｃＫ〃立　車ａＫＴＯｐ　ｐａ３Ｂ〃Ｔ〃見　３ＫＯＨ０Ｍ皿Ｋ〃　ｃ０耳〃ａ■もＨａＨ　〃　ｃｎｐａＢｅＡＪｍ－

　Ｂ０ｃＴｂ，Ｋｏ舳ｙ〃〃ｃ閉，１９８６ ，７

１１）例えは，ＪＩ〃Ａ６ａ皿Ｋ畑，Ｋｏ脱ｗｂ”舳ｐｏ加ｏ兀０３肋ｃ舳閉舳６〃３〃ｂ舳舳１ ・

　１９７８ ，ｃｃ ．５３－５４

１２）ＢＡＭｅＡＢｅＡｅＢ，ｙ卯０６〃舳６ｃｏＷｏ〃ｃ閉〃｝３ｃ削〃卯ｏ胴６０６ｃ閉６０〃〃９０６一

　〃３〃ｂ’〃一３０ｐ〃〃〃〃９”Ｋ〃一〃Ｋ〃，１９８３ ，ｃ ．１０８－ｇ

１３）大江泰一郎「杜会主義における『杜会的なもの』と政治」（『杜会主義経済研

　究』第４号，１９８５年４月）。

１４）例えば，Ａ．Ｈ．Ｅ¢〃Ｍ０Ｂ，〃Ｐｏ６〃舳１０６ｏ閉０６伽閉２０ｃｙ〃ｐ舳６３舳０２０〃〃舳 ・

　１９８０ ，　
ｃ．　５４ ．　〃Ｐｏ６〃６〃ｂ’　〃”Ｐｏ６〃ｏ－ｘ０３況カｃ舳６６〃〃０２０　〃〃ｏ〃〃９０６０〃〃況

，，
　１９８２ ，　

ｃ・

　１６７

１５）大江泰一郎，同上，同「ソ 連における労働集団の杜会的役割」 ，『比較法研究』

　第４７号（１９８５年） ，同「１９７７年 ソ連憲法と政治改革」，『杜会主義法研究年報』

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８５）



２０２　　　　　　　　　　立命館経済学（第３７巻 ・第４ ・５号）

　　Ｎｏ７（１９８５年），林田博史ｒ杜会計画化と杜会主義」（ｒ杜会主義経済研究』第３

　　号，１９８４年９月），を参照 。

　１６）　 コルナイ ・ヤーノシ ュ， 盛田常雄 ・門脇延行編訳［反均衝と不足の経済学』第

　　Ｗ章，日本評論杜，１９８３年
。

　１７）　 フェトレ■コ ・ペトラコフ 編著，田中雄ご訳『現代杜会主義経済の機能 メカニ

　　ズム』第２章，ミネルヴ ァ書房，１９８４年
。

　１８）ｒＸｎｏｍＢ，ｎｏ皿肥祓ｘ０３ｐａ凹ｅＴ０ｃＨ０ＢＨ０ｒ０３ＢｅＨａｇＫ０Ｈ０Ｍ〃Ｋａ，３Ｋ０
．

　　１９８４，７

１９）以上の賃金 フォンド形成 ノルマチフについては，塚田雅幸ｒソ 連における丁労

　　働に応じた分配』の実践」（丁杜会主義経済研究』第３号，１９８４年９月），同「ソ

　　連賃金制度改革（１９８７年）の特徴と政策構想」（『杜会主義経済研究』第９号
，

　　１９８７年９月），同「ソ 連賃金制度改革についての決定」（『東北大学経済体制研究

　　会資料』第７号，１９８８年９月），以下の利潤の分配 ノルマチフについては，田中

　　雄三「スームィの実験」（同上誌，第７号，１９８６年９月）から多くの教示をえた
。

２０）　 フェドレ１■コ ・ベトラコフ 編著，同上，７６べ 一ジ 。

２１）Ｏ】０ＨｂＣ〃ｃＴｅＭａｇＫ０Ｈ０Ｍ胴ｅｃＫ畑ｘＨ０ｐＭａＴ皿Ｂ０Ｂ，５Ｋ０〃ｏ〃舳３ｃ棚児２”３３閉ｏ，

　　１９８７ ，３９ ，ｃ．８

２２）　 １］二

　ＢｙＨｍ，　ＭｅｘａＨ〃３Ｍｌａ　
ｃａＭ０巾〃Ｈａ亘ｃ〃Ｐ０Ｂａ亘〃Ｈ，　ムｏ〃〃ｏｃｂ’　３比ｏ〃ｏ〃〃叱〃

，

　　 １９８７，９ＡＣ班ｒｍ肥Ｂｍ，３Ｋ０Ｈ０ＭｍｅｃＫ〃ｅＨ１ｏｐＭａｍＢｂＩＢｃｘｃＴｅＭｅｎｏ〃Ｈ０ｒｏ

　　 ｘ０３ｐｃｑｅＴ，乃ｏ〃Ｐｏｃｂ’３肥ｏ〃ｏ．〃〃比〃，１９８８，３

２３）　 コルナイ　ヤーノノユ， 盛田常雄訳［「不足」の経済学』岩波書店，１９８４年
，

　　１９～２３ぺ 一ジ 。

２４）Ｂ　Ａ　Ｍｅ岬ｅＡｅＢ，丁舳〃，ｃｃ６０，１６６，１６９．１７９

２５）　 フェドレンコ ・ベトラコフ 編著，同上，７９べ 一ジ 。

２６）ＢｒＣＴａｐｏＡｙ６ｐ０ＢｃＫ励，Ｘ；０３児”ｃ閉６閉〃ｂ〃Ｐ”岬６閉ｏ６６３６〃〃閉〃”６ｙ“０６〃眺

　　ｐ３６〃〃２０２０ｃｏ“〃伽“３〃ｏ，１９８１ ，ｃｃ．１７５ ，１８４ ，１９２

２７）ＣＡｌＭ［ｅ＾１Ｂｅ凪ｅＢｒ舳〃３，ｃ１７７

２８）西村可明『現代杜会主義における所有と意志決定』第８章，岩波書店，１９８６年
，

　　西村可明編 ・平泉公雄訳『資料集 ；ハンガリー 経済改革の新段階と所有論争』

　　（文部省科研，昭５９年５９５３０００３）。

２９）　［資本論』第３巻第２７章
。

３０）ｒＸｎｏｎ０Ｂ，ＴａＭｘｅ

３１）「労働に応じた分配」と「労働の結果に応じた分配」との相互関係の整理につ

　　いては，田中雄三「［労働に応じた分配』についての一考察」（ｒ杜会主義経済研

　　究』第３号，１９８４年９月）を参照。ただ，この両者を分配の形態の次元において

　　のみとらえ，あれかこれかというかたちで論じていくのではなく ，「労働に応じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５８６）
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た分配」がもつ本質論的意味を基礎に，労働と欲求の全体としての発展過程のな

かに位置づけてみていかなければならない，と考える 。

（５８７）




